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１ 基本的な事項 

 

（１）遠軽町の概況 

ア 自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件 

本町は、北海道の北東部、オホーツク総合振興局管内のほぼ中央、内陸側に位置し、総面

積は1,332.45㎢、人口は19,048人（令和３年３月末住民基本台帳、外国人住民を除く）の同

管内における主要な生活拠点都市の一つである。 

町の周囲は主に山林に囲まれ、南西部には「北海道の屋根」ともいわれる大雪山系の険し

い山々がそびえ、そこからオホーツク海に向かって湧別川や生田原川が流れ、この流れに沿

うように平野が帯状に広がっている。 

気候は、大雪山系やオホーツク海の影響で、全般的に寒冷であるが、夏季には乾燥した南

風によって30度を超えることもある一方で、冬季には氷点下20度を下回るなど年間の気温差

は大きく、また、山間部を除けば、比較的積雪の少ない地域であるものの、近年は暴風雪等

の雪害が増加傾向にある。 

本町の自治の歴史は、大正８年４月に、現在と行政区域を同じくする「遠軽村」が、上湧

別村から分村したことに始まり、昭和９年４月に町制を施行した。その一方で、大正14年に

は生田原村（昭和29年４月町制施行）が、昭和21年には丸瀬布村（昭和28年10月町制施行）

と白滝村が分村し、それぞれの特色を生かして発展してきたが、平成17年10月１日にこれら

４つの町村は新設合併し、新しい「遠軽町」が誕生した。 

本町は、第一次産業である農林業と、オホーツク海からも近いことから、海産物を含めた

一次産品を製造・加工する製造業を基盤としながら、町の中心部には国や北海道の出先機

関、医療、教育、商業施設などの都市機能が集積している。また、陸上自衛隊第25普通科連

隊が駐屯しており、災害発生時の支援はもとより、医療、福祉、教育などの面からも、重要

な役割を果たしている。特に、道路や鉄道、バスなどの交通動線の中心ともなっていること

から、遠軽紋別地域の市町村を含めた地域の第一次産業を支えるため、第二次医療圏の地域

センター病院である遠軽厚生病院と遠軽高等学校を頂点とした教育を確保することが、本町

の重要な役割となっている。一方で、農畜産物の輸入自由化や安価な外国産材の輸入による

市場価格の低迷などを受け、本町の農林業が全般的に厳しい経営環境にあるとともに、後継

者や担い手不足に直面している現況にある。 

交通基盤については、道央圏とオホーツク圏を結ぶＪＲ石北本線が走るとともに、国道242号、

333号が横断・縦貫し、高規格幹線道路「旭川紋別自動車道」（国道450号）や地域高規格道路

「遠軽北見道路」も一部開通するなど、オホーツク圏の玄関口として交通の要衝となっている。 
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イ 過疎の状況 

本町の人口は、昭和35年の38,755人をピークに一貫して減少傾向にあり、平成27年には

20,873人と、55年間で17,882人が減少し、減少率は46.1％となっている。 

地域ごとでは、生田原地域は5,139人（73.0％）、遠軽地域は2,361人（12.3％）、丸瀬布地

域は6,275人（81.0％）、白滝地域は4,107人（85.6％）の減少となっており、遠軽地域を除

いた３地域の人口減少が著しい状況にある。 

人口減少の主な要因としては、生田原、丸瀬布及び白滝地域では、基幹産業となる農林業

を取り巻く情勢の急激な変化、高齢化と後継者や担い手不足などがあげられるが、最大の要

因は、同地域内の産業全般における就業の場の不足に伴う若年層の町外流出によるものであ

る。 

遠軽地域にあっては、昭和60年まで人口は増加したものの、旧国鉄や旧電電公社の民営化

といった社会的要因により一時は急激に減少し、現在も緩やかではあるが、減少傾向が続い

ている。 

このため、旧生田原町、旧丸瀬布町及び旧白滝村では、昭和45年に制定された過疎地域対

策緊急措置法、昭和55年に制定された過疎地域振興特別措置法、平成２年に制定された過疎

地域活性化特別措置法、平成12年に制定された過疎地域自立促進特別措置法に基づき過疎対

策事業が行われてきた。また、町村合併した平成17年10月からは遠軽町全域が過疎地域指定

を受け、全町において各分野にわたる過疎対策事業が行われ、生活環境や産業基盤の整備、

医療、福祉、教育等におけるハード・ソフト面での充実などを総合的かつ計画的に推進し、

町民の生活環境の向上を図ってきたところである。 

しかし、税収の落ち込みや地方交付税の削減などにより町財政が厳しさを増す中、いまだ

整備されていない社会基盤が多く、かつ、高度経済成長期に整備した施設等の老朽化に伴う

維持管理経費の増加も相まって、独自の取組が十分に進められない状況となっている。 

今後は、町と町民が目的と情報を共有しながら、まちづくりに対する理解と参加意欲を高

め、施策や事業を選択するなど、より一層の「協働」によるまちづくりが求められる。その

際には、若年層や女性などにも積極的に参加してもらい、幅広い世代からの意見を聞くこと

が重要となる。 

人口減少と少子高齢化が深刻な社会問題となる中、町と町民が一丸となって本町が持つ魅

力と特色を生かしながら、不足する社会基盤整備や老朽化対策、経済・雇用対策、交流人口

の拡大や少子高齢化対策などに集中して取り組んでいかなければならない。  
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地域別人口の推移（国勢調査） 

（単位：人、戸） 

区分 
昭和35年 

昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成２年 
人口 世帯 

生田原地域 7,035 1,403 5,851 4,886 4,142 3,848 3,606 3,243 

遠 軽 地 域 19,177 4,058 20,346 20,458 20,354 21,057 21,143 19,441 

丸瀬布地域 7,746 1,608 6,611 5,045 3,922 3,424 2,976 2,510 

白 滝 地 域 4,797 956 4,108 2,941 2,367 2,099 1,719 1,541 

合計 38,755 8,025 36,916 33,330 30,785 30,428 29,444 26,735 

 

区分 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 
平成27年 S35～H27増減率 

人口 世帯 人口 世帯 

生田原地域 3,065 2,787 2,518 2,204 1,896 805 △73.0％ △42.6％ 

遠 軽 地 域 18,860 18,503 17,994 17,446 16,816 7,434 △12.3％ 83.2％ 

丸瀬布地域 2,342 2,149 2,002 1,714 1,471 685 △81.0％ △57.4％ 

白 滝 地 域 1,502 1,405 1,134 901 690 354 △85.6％ △63.0％ 

合計 25,769 24,844 23,648 22,265 20,873 9,278 △46.1％ 15.6％ 
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ウ 社会経済的発展の方向 

本町の産業構造は、全国的な傾向と同様に、農林業の衰退から第一次産業の就業人口比率

が低下するとともに、第三次産業の就業人口比率が高まっている。 

平成22年国勢調査における産業別就業人口割合では、第一次産業が8.0％、第二次産業が

18.8％、第三次産業が72.3％となっており、昭和35年と比べて、第一次産業では37.8％減少

したのに対し、第二次産業では0.8％、第三次産業では36.1％増加している。 

しかしながら、本町は第一次産業である農林業と一次産品を製造・加工する製造業を基盤

として、そのほかの第二次産業や第三次産業が成り立っていることから、これら基幹産業の

振興が地域再生のために不可欠である。 

経済的な立地特性としては、ＪＲ石北本線や高規格幹線道路「旭川紋別自動車道」（国道

450号）等、道央圏とオホーツク圏とを結ぶ大動脈の中心に位置し、医療や教育面を中心とし

て近隣の湧別町及び佐呂間町とは一つの生活圏を形成していることから、今後も圏域市町村

との連携、交流を深める必要がある。 

また、今後の持続的発展対策の推進に当たっては、北海道総合計画などとの整合性を図る

必要がある。 
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（２）人口及び産業の推移と動向 

ア 人口の推移と動向 

本町の人口は、昭和35年の38,755人をピークに、その後、年々人口の流出が進み、昭和50

年は30,785人、平成２年は26,735人、平成17年は23,648人、平成27年は20,873人と一貫して

減少傾向にあり、昭和35年から平成27年の減少率は46.1％となっており、今後もさらに減少

傾向が続くと予想される。 

高齢者（65歳以上）比率は年々増加しており平成27年は35.2％であるが、遠軽町人口ビジ

ョンにおける人口推計によると、令和７年には38.2％と推計しており、10人に約４人が65歳

以上の高齢者になるという現実が目前に迫っている。 

一方で、若年者（０歳～14歳）比率は減少の一途をたどり、平成27年は11.6％であるが、

令和７年には10.9％にまで減少すると推計している。 

 

表１－１（１） 人口の推移（国勢調査） 

（単位：人、％） 

区分 
昭和35年 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総   数 38,755 36,916 △4.7 33,330 △9.7 30,785 △7.6 30,428 △1.2 

０歳～14歳 13,360 10,843 △18.8 8,531 △21.3 7,690 △9.9 6,914 △10.1 

15歳～64歳 23,674 24,109 1.8 22,556 △6.4 20,528 △9.0 20,563 0.2 

 うち15歳～29歳（ａ） 10,560 9,913 △6.1 8,284 △16.4 6,649 △19.7 6,140 △7.7 

65歳以上（ｂ） 1,721 1,964 14.1 2,243 14.2 2,566 14.4 2,951 15.0 

若年者比率（ａ）／総数 27.2 26.9 ‐ 24.9 ‐ 21.6 ‐ 20.2 ‐ 

高齢者比率（ｂ）／総数 4.4 5.3 ‐ 6.7 ‐ 8.3 ‐ 9.7 ‐ 

      

区分 
昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総   数 29,244 △3.9 26,735 △8.6 25,769 △3.6 24,844 △3.6 23,648 △4.8 

０歳～14歳 6,110 △11.6 4,671 △23.6 3,922 △16.0 3,421 △12.8 3,075 △10.1 

15歳～64歳 19,721 △4.1 17,888 △9.3 16,755 △6.3 15,436 △7.9 13,967 △9.5 

 うち15歳～29歳（ａ） 5,311 △13.5 4,611 △13.2 4,244 △8.0 3,732 △12.1 3,178 △14.8 

65歳以上（ｂ） 3,610 22.3 4,176 15.7 5,071 21.4 5,980 17.9 6,597 10.3 

若年者比率（ａ）／総数 18.2 ‐ 17.2 ‐ 16.5 ‐ 15.0 ‐ 13.4 - 

高齢者比率（ｂ）／総数 12.3 ‐ 15.6 ‐ 19.7 ‐ 24.1 ‐ 27.9 - 

       

区分 
平成22年 平成27年     

実数 増減率 実数 増減率       

総   数 22,265 △5.8 20,873 △6.3       

０歳～14歳 2,751 △10.5 2,413 △12.3       

15歳～64歳 12,560 △10.1 11,119 △11.5       

 うち15歳～29歳（ａ） 2,615 △17.7 2,315 △11.5       

65歳以上（ｂ） 6,949 5.3 7,341 5.7       
若年者比率（ａ）／総数 11.7 - 11.1 -       
高齢者比率（ｂ）／総数 31.2 - 35.2 -       

（注）総数には、年齢不詳を含むため、各区分の合計が100％にならない場合がある。 
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表１－１（２） 人口の推移（住民基本台帳） 

（単位：人、％） 

区分 
平成12年３月31日 平成17年３月31日 平成22年３月31日 

実数 構成比 実数 構成比 増減率 実数 構成比 増減率 

総 数 24,751 ‐ 23,939 ‐ △3.3 22,508 ‐ △6.0 

男 12,017 48.6 11,677 48.8 △2.8 10,902 48.4 △6.6 

女 12,734 51.4 12,262 51.2 △3.7 11,606 51.6 △5.3 

          

区分 
平成27年３月31日 令和３年３月31日  

実数 構成比 増減率 実数 構成比 増減率  

総 数 
（外国人住民除く） 

21,137 ‐ △6.1 19,048 ‐ △9.9  

男 
（外国人住民除く） 

10,243 48.4 △6.4 9,267 48.7 △9.5  

女 
（外国人住民除く） 

10,894 51.6 △6.1 9,781 51.3 △10.2  

参
考 

男（外国人住民） 5 10.9 ‐ 34 34.3 580  

女（外国人住民） 41 89.1 ‐ 65 65.7 59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１－１（３） 人口の見通し 

（単位：人） 

区分 
実数値 推計値 

平成17年 平成22年 平成27年 令和２年 令和７年 令和12年 令和17年 令和22年 

０～14歳 3,075 2,751 2,413 2,158 1,984 1,833 1,780 1,811 

15～64歳 13,967 12,560 11,119 10,016 9,273 8,564 7,926 7,239 

65歳以上 6,597 6,949 7,341 7,277 6,944 6,555 6,392 6,216 

総 数 23,648 22,265 20,873 19,451 18,200 16,952 16,098 15,266 

（注）実数値の総数には、年齢不詳を含むため、各区分の合計が100％にならない場合がある。 
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イ 産業の推移と動向 

第一次産業の就業人口は、昭和35年には8,018人、就業人口比率では45.8％と、全就業者の

約半数を占めていたが、平成27年には778人、8.0％となり、昭和35年と比べて37.8％減少し

ている。 

一方、第二次産業及び第三次産業の就業人口比率については、それぞれ18.8％、72.3％と

増加しており、産業構造が著しく変化している状況にある。 

この要因としては、後継者や担い手不足、輸入品との価格競争による第一次産業の衰退、

商業や各種サービス業などの伸展が挙げられるが、本町は第一次産業である農林業と、オホ

ーツク海からも近いことから、海産物を含めた一次産品を製造・加工する製造業を基盤とし

て、そのほかの第二次産業や第三次産業が成り立っていることから、これら基幹産業の振興

が地域再生のために不可欠である。 

 

表１－１（４） 産業別人口の動向（国勢調査） 

（単位：人、％） 

区分 
昭和35年 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総 数 17,511 16,870 △3.7 15,952 △5.4 14,540 △8.9 14,815 1.9 

第 一 次 産 業 
就業人口比率 

45.8 36.3 ‐ 28.6 ‐ 22.5 ‐ 18.6 ‐ 

第 二 次 産 業 
就業人口比率 

18.0 19.8 ‐ 21.5 ‐ 23.8 ‐ 26.0 ‐ 

第 三 次 産 業 
就業人口比率 

36.2 43.9 ‐ 49.9 ‐ 53.7 ‐ 55.4 ‐ 

    

区分 
昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総 数 14,057 △5.1 13,090 △6.9 12,992 △0.7 12,018 △7.5 10,926 △9.1 

第 一 次 産 業 
就業人口比率 

17.5 ‐ 15.6 ‐ 11.7 ‐ 9.8 ‐ 9.3 ‐ 

第 二 次 産 業 
就業人口比率 

25.1 ‐ 27.4 ‐ 28.5 ‐ 27.2 ‐ 21.0 ‐ 

第 三 次 産 業 
就業人口比率 

57.4 ‐ 57.0 ‐ 59.8 ‐ 62.8 ‐ 69.4 ‐ 

           

区分 
平成22年 平成27年 

 

実数 増減率 実数 増減率 

総 数 9,926 △9.2 9,676 △2.5 

第 一 次 産 業 
就業人口比率 

8.8 ‐ 8.0 ‐ 

第 二 次 産 業 
就業人口比率 

18.9 ‐ 18.8 ‐ 

第 三 次 産 業 
就業人口比率 

70.9 ‐ 72.3 ‐ 

（注）総数には、分類不能を含むため、各区分の合計が100％にならない場合がある。 
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（３）遠軽町の行財政の状況 

ア 行政の状況 

本町は、大正８年４月に、現在と行政区域を同じくする「遠軽村」が、上湧別村から分村

したことに始まり、昭和９年４月に町制を施行した。その一方で、大正14年には生田原村

（昭和29年４月町制施行）が、昭和21年には丸瀬布村（昭和28年10月町制施行）と白滝村が

分村し、それぞれの特色を生かして発展してきたが、平成17年10月１日にこれら４つの町村

は新設合併し、新しい「遠軽町」が誕生した。 

町の行政機構は、図－１のとおりであるが、町長部局に３部13課２室のほか、生田原、丸

瀬布及び白滝地域に総合支所を設置している。また、教育委員会、議会など６つの行政機関

等を設置している。 

広域行政については、遠軽地区３町（遠軽町、湧別町、佐呂間町）により遠軽地区広域組

合を組織し、消防・救急業務やし尿処理、資源ごみ処理を行っているほか、同地区内での総

合開発事業を積極的に促進させるため遠軽地区総合開発期成会を設立し、国や北海道に対し

要望活動などの取組を進めている。 

地方分権の進展に伴い、国や都道府県から各種権限の委譲が進められ、地域の課題を自ら

の意志で解決していくことがこれまで以上に求められており、本町では「遠軽町まちづくり

自治基本条例」を定め、町民参加による協働のまちづくりを進めている。 

今後、地方分権がさらに進み町民のニーズが多様化することにより、町が担う事務の増加

が見込まれるため、限られた人員や財源の使い方を見極めながら、多様なニーズに対応した

質の高いサービスの提供が求められている。 
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図－１ 遠軽町行政機構図（令和３年４月１日現在）  
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イ 財政の状況 

本町の財政状況は、歳入総額では、平成17年度の189億643万1千円から令和元年度の173億

2,447万6千円と8.4％減少した。 

地方債については、建設事業の減少などから、平成17年度の47億5,970万円から令和元年度

の38億8,426万円と18.4％減少した。 

地方債残高については、令和元年度末で240億4,252万5千円になっており、公債費負担比率

は、平成17年度と比べ3.1％減少し、平成22年度と比べ1.6％、平成27年度と比べ1.2％増加し

ている。 

一方、歳出については、人件費、公債費の減少などにより、令和元年度の義務的経費は、

平成17年度と比較すると17.8％、平成22年度と比較すると4.0％、平成27年度と比較すると

1.7％減少しており、年々減少傾向にある。 

投資的経費については、平成17年度の39億7,473万4千円から令和元年度の46億1,165万8千

円と16.0％増加した。 

今後も、持続可能な財政運営に努め、安定した財政基盤の確立を図る。 

 

表１－２（１） 市町村財政の状況 

（単位：千円、％） 

区分 平成12年度 平成17年度 平成22年度 平成27年度 令和元年度 

歳入総額 Ａ 18,200,417 18,906,431 14,343,330 15,929,403 17,324,476 

 一般財源 12,491,250 10,160,822 10,281,012 10,538,028 9,595,528 

 国庫支出金 683,834 887,216 1,101,281 1,058,717 1,002,766 

 道支出金 781,358 512,580 608,530 705,398 1,065,061 

 地方債 1,577,500 4,759,700 1,308,400 2,386,100 3,884,264 

  うち過疎債 189,400 175,300 184,300 1,166,500 

 

2,589,600 

 その他 2,666,475 2,586,113 1,044,107 1,241,160 1,776,857 

歳出総額 Ｂ 17,800,475 18,591,330 14,048,386 15,428,211 16,878,757 

 義務的経費 6,932,516 6,678,386 5,712,855 5,580,744 5,486,463 

 投資的経費 3,946,405 3,974,734 2,291,204 2,995,421 4,611,658 

  うち普通建設事業費 3,917,031 3,974,261 2,278,810 2,962,676 4,591,684 

 その他 6,921,554 7,938,210 6,044,327 6,852,046 6,780,636 

 過疎対策事業費 627,930 3,776,480 1,502,289 3,652,439 4,475,733 

歳入歳出差引額 Ｃ（Ａ－Ｂ） 399,942 315,101 294,944 501,192 445,719 

翌年度へ繰越すべき財源 Ｄ 56,740 3,795 33,404 79,880 27,851 

 実質収支 Ｃ－Ｄ 343,202 311,306 261,540 421,312 417,868 

財政力指数 0.21 0.25 0.27 0.26 0.28 

公債費負担比率 19.3 22.8 18.1 18.5 19.7 

実質公債費比率 -  - 16.3 9.9 9.3 

起債制限比率 12.4 14.3 -  - - 

経常収支比率 81.2 92.3 79.5 84.5 96.5 

将来負担比率 -  -  94.6 8.4 19.7 

地方債現在高 24,806,258 25,889,924 21,141,086 19,784,913 24,042,525 
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ウ 施設整備水準等の現況と動向 

平成17年10月１日に４町村の合併によって誕生した本町は、香川県の面積の約７割に相当

する1,332.45㎢もの広大な面積を有し、旧町村それぞれの市街地を中心として、教育や福

祉、文化、体育等の各公共施設が整備されている。 

公共施設の状況を見ると、道路関係では、町道実延長632.8㎞のうち、改良率が53.7％、舗

装率が41.7％となっており今後も整備が必要であるとともに、これまでに整備した道路の修

繕や道路構造物等の長寿命化対策も必要となっている。 

学校施設は、小学校８校、中学校７校で、校舎については、一部で老朽化が進んでおり、

大規模な改修や設備の更新が必要になっている。 

社会教育施設については、人工芝球技場、温水プール、図書館、公民館、各種スポーツ施

設等が整備されているが、老朽化が進んでいるものもある。 

水道については、遠軽、生田原、安国、丸瀬布、白滝及び瀬戸瀬地域では上水道により、

社名淵地域、丸瀬布上武利では飲料水供給施設により、それぞれ良質な飲料水を供給してい

る。全体の普及率は令和元年度末で95.3％となっており、今後は老朽化した浄水場、管路等

施設の整備を計画的に進めなければならない。 

下水道については、遠軽、丸瀬布及び白滝地域の一部で公共下水道を整備しているほか、

遠軽、生田原、丸瀬布及び白滝地域の公共下水道区域外では個別排水処理施設の整備も行っ

ている。今後は、公共下水道区域内の未普及解消及び老朽化した施設の改築を進めなければ

ならない。 

社会福祉施設については、公設によるデイサービスセンターや在宅介護支援センター、高

齢者共同生活支援施設等が整備されているほか、民間による特養・養護老人ホーム、介護老

人保健施設等が整備されている。その一方で、高齢化の進行に伴い、さらなる高齢者福祉施

設の整備や老朽化改修等のハード面での整備と、通所や在宅によるソフト面での福祉サービ

スの充実が求められている。 

児童福祉施設については、公設による保育所やへき地保育所、児童館が整備されているほ

か、民間による認定こども園も整備されている。その一方で、老朽化が進む施設も見られる

ことから、将来的な児童数の推移を念頭に入れた計画的な施設整備と、女性の労働環境の変

化に伴い多様化するニーズに対応した、子育てサービスの充実が課題となっている。 

医療施設については、二次医療圏のセンター病院である遠軽厚生病院を中心として、公設

の医科診療所、民間の病院や診療所（医院）があるほか、公設の歯科診療所、民間の歯科診

療所（医院）がある。その一方で、遠軽厚生病院における脳神経外科や産婦人科等の特定の

診療科目における医師不足が深刻な問題となっていることから、その確保が喫緊の課題とな

っている。 

なお、これらの施設には老朽化が進んでいるものも多くあることから、将来的な人口減少

や少子高齢化の進行も見据えた施設の統廃合や建て替え、大規模改修、修繕等を計画的に進

めていかなくてはならない。 
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表１－２（２） 主要公共施設等の整備状況 

 

区分 
昭和45 
年度末 

昭和55 
年度末 

平成２ 
年度末 

平成12 
年度末 

平成22 
年度末 

市町村道      

改良率（％） ‐ 21.6 36.0 47.2 52.1 

舗装率（％） ‐ 10.1 25.2 36.7 40.3 

農 道      

 延 長（ｍ） ‐ ‐ ‐ ‐ 0 

耕地１ha当たり農道延長（ｍ） ‐ 0.4 0.2 0.2 ‐ 

林 道      

 延 長（ｍ） ‐ ‐ ‐ ‐ 67,481 

林野１ha当たり林道延長（ｍ） ‐ 1.6 2.3 2.3 ‐ 

水道普及率（％） ‐ 71.8 85.5 90.1 96.8 

水洗化率（％） ‐ ‐ 15.9 39.7 84.5 

人口千人当たり病院、診療所の病床数（床） ‐ 5.1 33.1 34.3 29.5 

 

区分 
令和元 
年度末 

    

市町村道      

改良率（％） 53.7     

舗装率（％） 41.5     

農 道      

 延 長（ｍ） 0     

耕地１ha当たり農道延長（ｍ） ‐ 

 

    

林 道      

 延 長（ｍ） 68,451     

林野１ha当たり林道延長（ｍ） ‐     

水道普及率（％） 95.3     

水洗化率（％） 92.3     

人口千人当たり病院、診療所の病床数（床） 29.4     
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（４）地域の持続的発展の基本方針 

本町においては、これまで取り組んできた過疎対策等により、町民の生活基盤である公共施

設等の整備は進んだが、人口減少と少子高齢化の進行は続いており、産業の低迷や地域活動の

停滞等に適切に対処しなければ、町の活力がますます衰退してしまう危機にさらされている。

これに加えて、これまで整備してきた公共施設等の老朽化が進んでいることから、今後、新た

な建て替えや長寿命化対策、廃止検討等を、将来的な財政状況も踏まえ、総合的かつ計画的に

取り組まなくてはならない。 

こうした中、本町では、町民との協働によりまちづくりの総合的な指針となる第２次遠軽町

総合計画を策定し、この考え方に基づいたまちづくりを進めており、まちの将来像である「森

林と清流 つくる・つながる にぎわいのまち」を実現するため、６つの基本方針を定め、各

種取組を行う。 

第一に「人と自然に思いやりのあるまちづくり」では、自然への「思いやり」と感謝の心を

育み、過去から未来、先人から子どもへと、人と自然に思いやりのあるまちづくりを進める。

また、町民の日常生活や経済活動をささえる道路、交通、情報網などについても、自然にかけ

ている負荷を少しでも減らしつつ、利用者の安全性や利便性に配慮しながら、安全かつ快適に

利用できるよう基盤づくりを進める。 

第二に「安全・安心で住みごこちの良い暮らしの場づくり」では、住まいや暮らしを取り巻

く生活環境の充実により、ここち良い暮らしの場としての役割をさらに向上させていく。ま

た、快適・利便性を向上させる一方で、各種災害、犯罪等のさまざまな危険に対する備えを確

立し、安全・安心な暮らしの場づくりも進める。 

第三に「活気と創造性にあふれ、未来につながる産業づくり」では、事業者や農林業者自ら

の努力と創意工夫はもとより、産業に関わる多様な主体と行政が創造性を発揮し、連携・協力

しながら知恵を出し合い、町内の産業を活性化し経済をより循環させていくことで、活気と創

造性にあふれた、未来につながる産業づくりを進める。  

第四に「住み慣れたところで健やかに暮らせる生活づくり」では、日々の健康づくりや生き

がいづくり、身近な場所で安心して受けることができる医療や保健、福祉のサービス、ひとり

の不幸も見逃さない地域ぐるみでのつながりや支援体制づくりなど、誰もがいきいきと健やか

に暮らすことができるまちづくりを進める。 

第五に「文化を守り、未来につなげるふるさとづくり」では、地域ぐるみでふるさとをささ

える人づくりを進めるとともに、子どもから高齢者まで、生涯を通じて自らの意志や意欲に応

じたさまざまな学習ができる環境を整える。さらに、地域内外との交流や各種文化財など地域

の遺産の保全・活用を通じて、ふるさとへの誇りと愛着を醸成するとともに、未来につなげる

ふるさとづくりを進める。 

第六に「町民と町が気軽に対話できるまちづくり」では、コミュニティ活動や自発的なまち

づくり活動を促すとともに、さまざまな媒体や機会を通して情報の共有や対話の機会をさらに

充実させ、まちづくりに反映させる。また行財政運営では、行政改革の取組やＰＤＣＡサイク

ルに基づいた事業の管理により健全な財政基盤を確立する一方、社会情勢や町民のニーズを分

析し、効果的な事業運営を目指す。 

これらの取組に際しては、北海道が定める北海道総合計画との整合性や、本町が定める各個

別計画との整合性にも配慮した上で計画的に進めるとともに、社会情勢の急激な変化等にも対

応できるようにする必要がある。 

人口減少と若年層の都市部への流出が続く中、観光や合宿誘致等による交流人口の増加、お

試し暮らし住宅や地域おこし協力隊等の移住定住対策、インターネットによる地域情報の発信
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等により、都市部との交流を一層進めなくてはならない。 

なお、まちづくりの基本方針を定めるに当たっては、遠軽町まちづくり町民参加条例に基づ

いた町民参加手続を経るものとする。 

 

（５）地域の持続的発展のための基本目標 

本町では、急速に進行する人口減少問題と地域経済の縮小を克服し、「しごと」が「ひと」を

呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込む好循環を確立し、その好循環を支える「まち」の創生を

図るため、平成 27年 12月に「“縁（えん）があるまち”遠軽町まち・ひと・しごと創生総合戦

略」を策定し、遠軽町人口ビジョンに掲げる令和 22 年の総人口約 15,000 人を維持することを

将来展望に掲げ、人口減少の抑制に向けた対策を進めてきた。 

しかし、平成 30年 11月には 20,000人を下回り、依然として減少が進んでいることから、令

和２年３月に策定した第２期“縁（えん）があるまち”遠軽町まち・ひと・しごと創生総合戦

略」による５つの基本目標を設定し、遠軽町人口ビジョンの将来展望に向けた施策や事業を展

開する。 

第一に「結婚・出産・子育ての希望をかなえる」では、人口の自然減を抑制するためには、

出生率の向上が必要であることから、結婚や出産が個人の意思であることを尊重しながら、結

婚から妊娠・出産、子育てに至る切れ目ない対策により、安心して子どもを産み育てたいと思

う人たちの希望をかなえ、出産、育児と仕事を両立できる環境づくりを進める。 

第二に「住み続けたいと思うまちをつくる」では、町民が安心して暮らすためには、日常生

活における快適性や利便性など、そこに住み続けたいと思える環境づくりが大切であることか

ら、身近な場所で安心して受けることのできる医療や保健、福祉サービスをはじめ、教育環境

の充実、地域交通の確保など、さまざまな分野におけるサービス機能の向上を図るとともに、

地域活動を活性化させるため、コミュニティ活動を積極的に推進する。 

第三に「地域資源を生かし安定した雇用を創出する」では、本町の基幹産業の中核として位

置付けられる農業や、本町の面積の約９割を占める森林資源を活用した第１次産業をベースに、

担い手の育成や新規就農者等の育成・確保を図り、安定した経営の確立を図るとともに、加工

業者や販売業者などと連携した６次産業化により、付加価値を高めた商品を販売し、将来にわ

たって持続可能な農業や林業を目指す。 

また、豊富に農産物が生産される地域特性を生かし、首都圏からの企業誘致を促進し、高校

や大学を卒業した若者を含め町内に就職を希望する人が働ける場所を確保するとともに、就職

に有利な作業資格取得に係る支援等により、雇用機会の拡充に努める。 

第四に「遠軽町に人を呼び込み、呼び戻す」では、ＵＩＪターンなどの移住・定住促進、「郷

土を愛する心」を育む教育の推進により、将来のＵターン意識の醸成を図るほか、冷涼な気候

を活用したスポーツ合宿や各種大会等の誘致とともに、ジオパークをはじめとした地域に眠る

多様な資源を活用した取組や、本町で盛んな吹奏楽などの文化活動を通して、交流人口の拡大

を図る。 

第五に「多様な連携により地域をつくる」では、人口減少下において、持続可能な地域づく

りを進めるためには、産業政策や医療・福祉などの行政サービスが継続的に提供され、就業の

場や生活環境が確保されることが必要なことから、相互補完と役割分担によって地域の課題解

決に取り組み、地区内住民の生活文化の安定向上を図る。 
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（６）計画の達成状況の評価に関する事項 

本計画は、計画の達成状況について毎年度、行政評価の手法を活用して評価するとともに、

町議会へ報告する。 

 

（７）計画期間 

この計画の期間は、令和３年４月１日から令和８年３月31日までの５年間とする。 

 

（８）公共施設等総合管理計画との整合 

本町においては、これまで取り組んできた過疎対策等により、町民の生活基盤である公共施

設等の整備は進んだが、人口減少と少子高齢化の進行は続いており、今後、公共施設等の利用

需要が変化することが予測される。加えて、高度経済成長期に整備してきた公共施設等の老朽

化も進んでおり、今後、新たな建て替えや長寿命化対策、廃止検討等を、将来的な財政状況も

踏まえ、総合的かつ計画的に取り組まなくてはならない。 

こうした中、本町では、遠軽町公共施設等総合管理計画を策定し、５つの基本方針を定め、

次のとおり町内全体の公共施設等の管理を総合的に進めることとしている。 

第一に公共施設については、 

・保有する公共施設の全体面積を、人口減少や人口構造の変化を見据え縮減する。 

・新規の施設整備事業については施設の複合化・集約化を基本とする。 

・建設から30年を超えるもので活用が見込まれない場合は、廃止を基本とする。 

・廃止した施設で、売却・貸付などが見込めない場合は、取り壊しを基本とする。 

・長寿命化を図り資産の有効活用に努める。 

・各分野において既に策定している各計画を基本とし、遠軽町公共施設等総合管理計画との

整合性を図り必要に応じて見直す。 

第二にインフラ施設については、 

・道路橋りょう等のインフラ施設においても、既に策定している各計画を基本とし、遠軽町

公共施設等総合管理計画との整合性を図り必要に応じて見直す。 

・上水道、下水道については、地方公営企業という独自性を有し、独立採算を原則としてい

ることから、経済状況や社会情勢に応じ、既に策定している各計画を基本とし、遠軽町公

共施設等総合管理計画との整合性を図り必要に応じて見直す。 

第三に公共施設のマネジメントについては、 

・未利用財産等については、売却・貸付などを推進し、管理コストの縮減を図る。 

・施設の建設から維持管理、解体撤去に至るまでの生涯費用（ライフサイクルコスト）を見

据え資源や資産・リスクなどを管理する。 

・合併町である当町の広域・分散化した特徴に配慮し適切な配置を行う。 

第四に町民との情報共有については、 

・公共施設に係る現状と課題について町民と意識共有に努める。 

・公共施設の再編・利活用に際しては町民に対して説明責任を果たしていく。 

第五に進行管理については、 

・遠軽町行政改革推進本部会議において計画の進行管理を行い、社会情勢や財政状況の変化

に応じ適宜見直しを行う。 

・公共施設等の適正配置の検討に当たっては、町民や議会に情報提供を行い、認識共有に努

める。 

本計画では、遠軽町公共施設等総合管理計画の基本方針に基づき、公共施設等の適切な管理
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を推進するとともに、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 
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２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材の育成 

 

（１）現況と問題点 

  ア 移住・定住 

    本町では、人口減少が続く一方で、一層、少子高齢化が進行することが見込まれ、さ

らに一貫して転出超過が続いている。しかし、本州や道南、道央に比べ、夏は涼しく過ごし

やすい地域の特色を生かし、東京圏からのＵＩＪターンによる新規就業を促進するため、北

海道と協働によるＵＩＪターン新規就業支援事業に取り組むとともに、町内就業者限定のお

試し暮らし住宅や、地域社会と連携した教育やジオパークを生かした教育などを通じて、「郷

土を愛する心」を持ったふるさとをささえる人づくりを進め、将来のＵターン意識の醸成

し、移住・定住の促進を図る必要がある。 

近年、若い世代を中心に都市部から過疎地域等の農山漁村へ移住しようとする「田園回

帰」の潮流が高まっていることを受け、地域おこし協力隊等による町外からの人材の積極的

な受け入れを行い、外部人材の移住・定住に努め、人口の社会増を図ることが求められる。 

また、過疎地域をはじめとした人口急減地域において、地域内の複数の事業者の労働需要

を集約した上で、その需要に応じて人材を派遣する特定地域づくり事業協同組合制度を活用

し、新たな人の流れを創出する取組の強化を図る必要がある。 

 

  イ 地域間交流 

    本町では、４つの地域それぞれの歴史や特徴を生かして、地域間交流や国際交流に取り組ん

できた。 

ジオパークなどの地域資源や既存観光施設の活用、スポーツ合宿・各種大会、音楽公演な

どにより交流人口の拡大を図るとともに、アウトドアツーリズムやヘルスツーリズムなど、

新たな観光資源の開発と掘り起こしを行い、本町の魅力を効果的に発信し、魅力ある観光地

づくりを進めることが求められる。 

令和元年 12 月にオープンした道の駅「遠軽森のオホーツク」では、スキー場全体を活用し

た新たなアクティビティの導入や四季折々の体験プログラムの開発などにより、観光客がよ

り長く滞在できる空間を創出するとともに、町内への流入につながるよう、情報発信等の強

化に取り組まなければならない。 

平成 29 年にオープンした人工芝の「えんがる球技場」を核として、スポーツ大会・合宿の

受け入れ態勢をより一層充実させるとともに、現在建設中の「芸術文化交流プラザ」を拠点

として、本町で盛んな吹奏楽を中心とした芸術・文化による交流人口の拡大に努めることが

重要である。 

本町の冷涼な気候や豊かな自然環境、地域の特色ある歴史・文化等を生かした中・長期型

の交流人口の拡大を図るため、受け入れ環境を整備することも必要である。 

加えて、地域との関わりのとらえ方が多様化しており、地域と多様に関わる外部の人であ

る関係人口に着目し、地域に思いを寄せる地域外の人材との継続的かつ複層的なネットワー

クづくりに取り組むことが求められる。 

また、2020年東京オリンピック・パラリンピックホストタウンとして、1964年東京オリンピ

ックゆかりの展示林樹木の一部のふるさとであるアイルランドを登録し、国際交流の推進を図

る。 
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  ウ 人材の育成 

核家族化や少子化の進行、国際化や情報化の急速な発展など、青少年を取り巻く環境は大き

く変化し、非行やいじめ、ひきこもりなどが社会問題になっている。青少年の育成は、家庭や

地域、学校、行政がそれぞれの役割を果たしながら連携を深めることが重要であることから、

青少年教育活動を進める中で、さまざまな学習・体験活動などを通じて、「生きる力」と「郷

土を愛する心」を持ったふるさとをささえる人づくりを進めていくことが必要となっている。 

より良い人づくりを推進していくためには、良い指導者が必要不可欠であり、各少年団やサ

ークル活動などが活発に行われている中、少子化や社会教育活動の多様化、高齢化により活動

の衰退が懸念されている。また、指導者の高齢化も問題となっており、新たな指導者の育成の

ため、人材の発掘や研修機会の創出に取り組む必要となっている。 

 

（２）その対策 

  ア 移住・定住 

   ① 移住者に係る各種助成金、都市部における町内企業のＰＲイベント開催等により、本町

への移住、定住及び就業の促進を図る。 

   ② 町内就業者限定のお試し暮らし住宅の機能充実を図り、効果的運用と利用促進を図る。 

   ③ 地域おこし協力隊による町外からの人材の積極的な受け入れを行い、外部人材の移住・

定住に努める。 

   ④ 地域内の複数の事業者の労働需要を集約した上で、その需要に応じて人材を派遣する特

定地域づくり事業協同組合制度を活用し、新たな人の流れを創出する取組の強化を図る。 

 

  イ 地域間交流 

 ① 地域間交流・国際交流に対応しうる人材の育成を図る。 

② 姉妹都市や友好都市との交流の推進を図る。 

③ 各種大会を誘致し、流入人口の増加及び地域の活性化を図る。 

④ 冷涼な気候や豊かな自然環境を生かした合宿誘致を推進し、合宿施設の整備を図る。 

   ⑤ スキー場全体を活用した新たなアクティビティの導入や四季折々の体験プログラムの開発

などにより、観光客がより長く滞在できる空間を創出するとともに、町内への流入につなが

るよう、情報発信等の強化に取り組まなければならない。 

   ⑥ 関係人口の創出活動の活性化のため、国内外の都市住民等を町内に招へいし、滞在による

消費活動、地域住民との交流を図る。 

   

ウ 人材の育成 

   ① 「生きる力」と「郷土を愛する心」を持ったふるさとをささえる人づくりを進める。 

② 各世代が学べる学習機会の充実と情報発信の拡充を図る。 

   ③ 指導者や各団体の活動の支援に努める。 
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（３）計画 

事業計画（令和３年度～令和７年度） 
 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

１  移 住 ・ 定

住・地域間交

流の促進、人

材育成 

 

 

(4)過疎地域持続的発

展特別事業 

  移住・定住 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

移住・定住促進事業 

 各種移住・定住に係る施策を実施す

る。 

 スローライフ等応援事業 

 家賃支援事業 

 移住者空き店舗等活用支援事業 

 サテライトオフィス等設置促進事業 

 関係人口創出活動支援事業 

 お試し暮らし体験住宅運営事業 

【事業の必要性】 

新型コロナウイルス感染症拡大を予防

する新しい生活様式を踏まえ、町への

移住定住及び就業を促進するため必要

である。 

【事業の効果】 

町に人を呼びこみ、呼び戻す効果があ

り、また、交流人口の拡大が図られ

る。 

町  

 地域間交流 各種大会誘致事業 

 町内で各種大会や研修会等を実施する

団体に支援する。 

【事業の必要性】 

 各種大会を誘致することで、芸術・文

化・各種スポーツ競技における交流人

口の拡大を図るため必要である。 

【事業の効果】 

将来的なＵＩＪターンの意識の醸成が

図られるとともに、交流人口の拡大が

期待される。 

町  
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事業計画（令和３年度～令和７年度） 
 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

１  移 住 ・ 定

住・地域間交

流の促進、人

材育成 

 

(4)過疎地域持続的発

展特別事業 

人材育成 

 

 

人材育成事業 

 地域の人材育成に係る施策を実施す

る。 

遠軽高等学校通学者等助成事業 

大型免許等資格取得支援事業 

【事業の必要性】 

地域の若年層の人材確保及び就業機会

の拡大を図るため必要である。 

【事業の効果】 

遠軽高校の定員の間口確保を図ること

で、学力及び部活動での成績向上が期

待されるとともに、郷土愛心を持った

遠軽を支える人づくりを進められ

る。 

また、大型自動車運転免許等の資格取

得を促すことで、地域に就職する若年

層の人材育成及び確保につながるとと

もに、１次産業等の人材不足を解消

し、遠軽を支える人づくりを進められ

る。 

 

町  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

本計画では、遠軽町公共施設等総合管理計画及び同計画の考えに基づき策定される各個別計画

との整合を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。  
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３ 産業の振興 

 

（１）現況と問題点 

本町は、豊かな森林資源と農耕に適した環境を背景に、第一次産業である農林業と、オホーツ

ク海からも近いことから、海産物を含めた一次産品を製造・加工する製造業を基盤として成り立

っているが、道路や鉄道等の交通の要衝として発展してきた歴史もあり、医療や福祉、小売業を

はじめとした第三次産業の割合が高い。 

その一方、第一次産業の低迷、人口減少や若年層の都市部への流出、後継者不足による廃業や

老舗の閉店等により、町内産業全般で活気が失われつつあることから、各種の産業振興策やプレ

ミアム商品券の販売といった消費喚起策を講じるものの、中長期的な振興には結びついていない

現状がある。 

このため、各種産業の活性化や雇用の確保については、１自治体だけの取組では効果に限界が

あることから、国、北海道の施策との連携や近隣市町村との広域的な協力のもとに進めるととも

に、地域の特色ある発展を促すため、官民一丸となって創意工夫に取り組まなければならない。 

 

表２－１（１） 産業別人口の推移（国勢調査） 

（単位：人、％） 

区分 総数 第一次産業 第二次産業 第三次産業 分類不能 

昭和35年 17,511 (100.0) 8,018 (45.8) 3,145 (18.0) 6,346 (36.2) 2 

昭和40年 16,870 (100.0) 6,120 (36.3) 3,341 (19.8) 7,409 (43.9) 0 

昭和45年 15,952 (100.0) 4,556 (28.6) 3,429 (21.5) 7,964 (49.9) 3 

昭和50年 14,540 (100.0) 3,278 (22.5) 3,455 (23.8) 7,802 (53.7) 5 

昭和55年 14,815 (100.0) 2,749 (18.6) 3,857 (26.0) 8,209 (55.4) 0 

昭和60年 14,057 (100.0) 2,455 (17.5) 3,523 (25.1) 8,077 (57.4) 2 

平成２年 13,090 (100.0) 2,040 (15.6) 3,587 (27.4) 7,462 (57.0) 1 

平成７年 12,992 (100.0) 1,518 (11.7) 3,699 (28.5) 7,772 (59.8) 3 

平成12年 12,018 (100.0) 1,178 (9.8) 3,266 (27.2) 7,543 (62.8) 31 

平成17年 10,926 (100.0) 1,021 (9.3) 2,289 (21.0) 7,588 (69.4) 28 

平成22年 9,926 (100.0) 871 (8.8) 1,873 (18.9) 7,037 (70.9) 145 

平成27年 9,676 (100.0) 778 (8.0) 1,820 (18.8) 7,000 (72.3) 78 

減 

 

 

少 

 

 

率 

35～40 3.7 23.7 △6.2 △16.8  

40～45 5.4 25.6 △2.6 △7.5  

45～50 8.9 28.1 △0.8 2.0  

50～55 △1.9 16.1 △11.6 △5.2  

55～60 5.1 10.7 8.7 1.6  

60～２ 6.9 16.9 △1.8 7.6  

２～７ 0.7 25.6 △3.1 △4.2  

７～12 7.5 22.4 11.7 2.9  

12～17 9.1 13.3 29.9 △0.6  

17～22 9.2 14.7 18.2 7.3  

22～27 2.5 10.7 2.8 0.5  

35～27 44.7 90.3 42.1 △10.3  
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ア 農業 

本町の農業は、高齢化や後継者不足による農家人口の減少をはじめ、農畜産物の輸入自由

化や、生産価格の低迷など厳しい状況下に置かれているが、社会経済情勢の変化に的確に対

応しつつ、今後とも農業の安定的な発展を図る必要がある。 

地域特性を生かした作物の導入、意欲と能力のある農業者の育成、生産性が高く環境に配

慮した低コストで高品質な農畜産物の生産、食生活の変化に対応した加工・流通・販売や六

次化の推進、農業農村の適切な保全管理による活力とうるおいのある農村社会を確立する必

要がある。 

畑作については、高齢化に伴い遊休農地の発生が予想されることから、甜菜における直播

等労働力の省力化やＩＣＴ等の先進技術を活用したスマート農業の推進に努めながら、経営

の安定化や省力化を図る必要がある。 

また、食の安全や環境との調和については、緑肥作物の導入や有機物を活用するなど、土

づくりの推進や有機・低農薬作物の栽培、高品質種、新品種の導入、大豆等の作付けによる

輪作体系の確立、畑作と畜産との連携などを進め、安全で良質な農畜産物の生産や農業経営

の近代化を徹底しなければならない。 

畜産については、生産資材・飼料価格が高止まりで推移し、重ねて新型コロナウイルスに

よる乳製品の需要低下が続いている状況にある。酪農経営では、自給飼料の確保、家畜排せ

つ物の適正な管理と利用の促進のため、必要な飼料基盤の確保を基本に、慢性的な労働力不

足を解決するため、哺育育成部門の外部化やコントラクターの活用、ロボット技術等の導入

によるスマート農業への取組による労働時間の短縮を推進するほか、生産・経営管理技術の

高度化による乳量・乳質の向上を図ることが必要である。 

肉用牛経営については、粗飼料の自給による生産コストの低減、耕種・酪農との複合化な

ど地域農業との連携に努め、安定的な規模拡大を図りつつ、経営実態に応じた多様な経営の

展開を推進し、肉専用種を中心とした肉牛生産の安定化を図る必要がある。 

農家人口・戸数の推移は、次表のとおりであるが、農業経営者の高齢化や後継者不足など

の大きな問題を抱え、減少傾向に歯止めがかかっていないのが現状であり、今後も、高齢化

や後継者問題等で減少することが予測されることから、優れた担い手を育成・確保していく

ことが必要である。 

 

表２－１（２） 農家人口・戸数の推移（世界農林業センサス） 

（単位：人、戸） 

区分 昭和45年 昭和55年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 

農 家 人 口 3,698 2,024 1,462 1,082 839 544 434 316 

農 家 戸 数 1,298 753 576 436 330 259 219 178 

 専業農家 454 310 275 219 169 137 109 82 
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イ 林業 

本町の林業は、木材価格の長期低迷や生産コストの上昇などにより、その経営状況は、厳

しさを増している。また、林業労働者の減少や高齢化、森林所有者の経営意欲の低減等によ

り、管理の行き届かない森林の増加も懸念されている。 

一方で、森林の公益的機能への期待は高まっており、計画的な維持・管理が求められてい

る。 

町有林については、町の森林経営計画に基づき、間伐等の整備を適切に実施し、優良材の

生産など、木材の安定供給を目指すほか、水源のかん養等、森林の公益的機能の高度発揮を

図る必要がある。 

民有林（私有林）については、造林の推進や除間伐を積極的に進めるため、森林所有者の

経営安定化や森林施業への支援に取り組む必要がある。 

森林の公益的機能の充実については、水源のかん養や生活環境の保全、保健休養の場とし

ての機能強化に取り組むとともに、本町の森林は国有林が大半を占めることから国有林と民

有林を連携して、湧別川流域を一体的に管理する山づくりが必要である。 

また、木材産業の振興を図るためには、木材需給構造や製品需要化の変化等に対応して、

近代化設備の導入、木材高次加工体制の整備、新製品の開発、市場の開拓などを促進しなけ

ればならない。特に、人工林の主力であるカラマツ材の用途開発と需要拡大が課題である。 

近年、森林が二酸化炭素の吸収源や生物多様性の保全等の面からも注目されていることか

ら、これらに配慮した森林施業を行う必要がある。また、木質バイオマス等、森林のエネル

ギー資源としての活用についても検討が求められている。 

 

ウ 地場産業 

本町は、豊かな自然資源を有し、オホーツク海からも近いことによる地の利を生かし、一

次産品を製造・加工する製造業が地場産業の中心となり、このうち、食料品製造業について

は、地場の農畜産物の加工のほか、オホーツク海の海産物の加工が盛んである。 

一方、木材・木製品製造業については、木材需要の低迷や安価な外国産材の輸入による市

場価格の低迷等を受け、大変厳しい状況に立たされているものの、木質チップやペレット製

造といった木質バイオマスへの活用などの取組も図っている。 

今後は、「道の駅」をはじめとした観光施設を活用しながら地場産品のＰＲや販売を充実

させ、地場産業を振興する一層の取組が求められる。 

 

エ 企業誘致 

豊かな自然資源を有し、オホーツク海からも近いことによる地の利と、過疎地域自立促進

特別措置法に基づく税制特例措置等により、本町ではこれまで、木材や食料品製造業を中心

に企業誘致において一定の成果を上げてきたものの、近年は国内企業のアジア諸国への進出

が顕著であり、かつ主要な消費地となる首都圏から離れていることから、本町への企業誘致

も厳しさを増している。 

その一方で、東日本大震災を機に道内への移転を検討する企業が増えていることから、今

後は、災害発生リスクの少なさや高速交通網の整備等の優位性を生かした企業誘致を進める

必要がある。  
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オ 商業 

大型店や郊外店の進出、購買力の町外への流出等により、古くからの商店は、閉店を余儀な

くされるなど、非常に厳しい経営を強いられている。そのため、中心市街地や各地域では、空

き店舗が増加しており、まちの顔ともいうべき商店街の活力が低下している。 

今後は、購買だけではなく、町民のコミュニティ活動の場としての魅力ある商店街づくりを

進めながら、商業者の育成・支援や市街地の整備など、商業環境の形成に努めなければならな

い。 

 

カ 観光又はレクリエーション 

本町には、４か所の温泉施設があるほか、花観光の拠点である「太陽の丘えんがる公

園」、体験型観光の拠点である「丸瀬布森林公園いこいの森」や「木のおもちゃワールド館

ちゃちゃワールド」、道路利用者等の休憩施設である「道の駅」などの多くの観光施設を有

しており、点ではなく線で周遊できる観光ゾーンとなっている。 

平成16年10月に北海道遺産に選定された「森林鉄道蒸気機関車・雨宮21号」や「オホーツ

ク沿岸の古代遺跡群（白滝遺跡群）」についても、観光、教育資源として活用しているほ

か、日本最大級の黒曜石溶岩をはじめとする地質遺産や自然環境を保全し、「白滝ジオパー

ク」として観光や教育へ活用する取組を進めている。 

また、道央圏とオホーツク圏を結ぶ高規格幹線道路「旭川紋別自動車道」（国道450号）な

どの交通網も整備されてきており、観光面での効果も期待されている。 

このため、個人の着地型観光が主流となりつつある中、地域の特性を生かした観光資源の

有効活用を進めるとともに、オホーツク圏の玄関口に位置している地理的条件を活用し、町

内外でのネットワークを強めて、交流観光の推進を図る必要がある。 

観光産業については、関連産業への波及効果が大きく、地域経済や地域社会の活性化に大

きな役割を果たしており、観光資源の価値を高めることが不可欠である。 
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（２）その対策 

ア 農業 

① 安定的な農作物の生産を確保するため、土地基盤の整備を促進する。 

② 畑作の振興を図るため、ＩＣＴ技術を活用したスマート農業の導入や高収益作物の奨

励、輪作体系の確立を促進する。 

③ 酪農の振興を図るとともに、肉用牛の経営安定を促進する。 

④ 畜産における自給飼料の生産性向上を図るため、畜産担い手育成総合整備事業の活用を

促進する。 

⑤ 酪農における飼養管理の省力化等を図るため、畜産クラスター事業等を活用した家畜飼

養施設の整備、先進機械等の導入、ロボット技術等を活用したスマート農業の導入を促進

する。 

⑥ 家畜ふん尿の有効活用により、地域の自然環境と調和した農業農村づくりを進める。 

⑦ 農業の担い手不足を解消するため、新規参入や後継者対策に取り組むなど、農業担い手

の育成を積極的に進める。 

⑧ 農業経営のゆとり創出に向け、酪農ヘルパー制度の積極的な活用を促進する。 

⑨ 農業の六次化を促進するため、グリーンツーリズムや地域ブランドによる農業収益を向

上させる取組を推進する。 

⑩ 負債農家に対する利子補給制度の活用を進め、経営健全化を促す。 

⑪ 農業・農村地域の適切な保全管理を推進する。 

 

イ 林業 

① 林業の振興を図るため、造林・間伐等の森林整備を推進するほか、林産工業の近代化や

加工施設の整備を促進し、木炭・きのこ等の特用林産物の生産向上を促進する。併せて、

林業後継者、担い手の育成を積極的に進める。 

② 森林整備地域活動支援交付金制度を活用し、森林所有者等による森林施業の実施に不可

欠な地域活動を支援する。 

③ 町有林森林経営計画に基づき、造林・保育等の事業を推進するほか、民有林（私有林）

の造林事業等についても助長する。 

④ 網走西部における流域管理システムの推進を図る。 

⑤ 森林の公益的機能の高度発揮と木材資源の循環のための造林を推進するため、人工造林

に対する森林整備の負担軽減のための施策を推進する。 

 

ウ 地場産業 

① 農畜産物加工施設の有効利用を促進するとともに、地場資源を有効に活用し、付加価値

を高めた地場特産品の研究開発を進める。 

② 「道の駅」の特性を生かし、観光施設としての機能充実を図る。 

③ 地場資源活用型企業の育成を図る。 

④ 新産業分野の進出に対する支援を推進する。 

⑤ 職業訓練の実施や技術習得の支援により企業が求める人材の安定した確保を図る。 
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エ 企業誘致 

① 新規企業立地の誘導を進め、雇用の活力源となる環境づくりを促進する。 

② 町の特性や優位性に関する情報の積極的発信により企業誘致を促進する。 

③ 工場等への新設等に対する支援を行うことで、新規企業の立地を促進する。 

 

オ 商業 

① 経営規模の合理化や商品管理の充実、販売体制の近代化を推進し、購買力の町外流出を

防ぐとともに、地元消費の拡大を進める。 

② 経営の安定と振興を図るため、融資制度の効果的な活用を促進する。 

③ 商工業団体の育成強化を図る。 

④ 商工会議所と商工会が行う指導事業及び商工業の振興と安定を図るための事業を支援す

る。 

⑤ 商店街活性化事業の実施などにより、中心市街地活性化対策を推進する。 

 

カ 観光又はレクリエーション 

① 観光施設の設備の適切な更新を行い、施設の充実に努める。 

② 太陽の丘えんがる公園など、自然や特性を生かした観光資源の整備と有効活用に努め

る。 

③ 民間ホテルといこいの森周辺施設の連携を強め、相乗効果を図るとともに、体験・教

育・休養分野を複合的に充実させ、通年観光の推進を図る。 

④ キャンプ場の充実など、滞在型観光を推進する。 

⑤ 東南アジアをはじめとする諸外国への観光ＰＲ活動を推進し、諸外国からの入込者数の

増加を図る。 

⑥ 観光施設への交通アクセスを向上させるため、案内看板やアクセス道路などの整備を図

る。 

⑦ 体験型観光をささえる人材を育成する。 

⑧ フラワーロードネットワークなど、広域連携による観光ルートの実現とインストラクタ

ーやプログラムコーディネーターを育成する。 

⑨ 各種イベントを実施する。 

⑩ ジオパーク拠点施設や見学体験環境の整備を図る。 

 

（３）計画 

事業計画（令和３年度～令和７年度） 
 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

２ 産業の振興 

 

 

(1)基盤整備 

  農業 

 

農地保全及び防災安全施設整備事業 

農用地及び農業用施設の保全工事 

町  

 

 農業競争力強化基盤整備事業（農地整備

事業（畑地帯担い手育成型）） 

農業用用排水施設 L=7,450m 

区画整理 A=69.2ha 

北海道  
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事業計画（令和３年度～令和７年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

２ 産業の振興 

 

(1)基盤整備 

  農業 

 

農業競争力強化農地整備事業（畜産担い

手総合整備型（再編整備事業）） 

草地造成改良 A=3.00ha 

草地整備改良 A=195.06ha 

飼料畑造成改良 A=1.00ha 

公益財団

法人 
 

 

 

 農業用排水整備事業 

 豊里地区農業用排水施設 L=2,600m 
町  

 

 営農飲雑用水整備事業 

 豊里地区営農飲雑用水整備 

 若咲内地区営農飲雑用水整備 

町  

 

(3)経営近代化施設 畜産・酪農収益力強化整備等特例対策事

業（施設整備事業・重点化枠） 

 家畜飼養管理施設 

自給飼料関連施設 

家畜排せつ物処理施設 

 ほか各付帯設備 

民間  

 

(9)観光又はレクリエ

ーション 

ロックバレースキー場周辺整備事業 

スキー場設備、集客施設、駐車場等の

整備 

町  

 
 森林公園いこいの森整備事業 

 公園内施設、遊具等の改修及び更新 
町  

 

 生田原コミュニティセンター改修工事 

 屋上防水改修、内装等改修、機械設備

更新 ほか 

町  

 

(10)過疎地域持続的

発展特別事業 

  その他 

 

 

多面的機能支払事業 

 緑肥作付、融雪剤散布、農用地・水路

の保全管理等  

【事業の必要性】 

 高齢化により担い手が不足する中、農

地が持つ多面的な機能を維持、発揮し

ていくために必要である。 

 【事業の効果】 

 国土保全や水源かん養、農村景観の保

全が図られる。 

民間  
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（４）産業振興促進事項 

（ⅰ）産業振興促進区域及び振興すべき業種 

産業振興促進区域 業種 計画期間 備考 

遠軽町全域 製造業、情報サービ

ス業等、農林水産物

等販売業、旅館業 

令和３年４月１日～

令和８年３月３１日 

 

 

（ⅱ）当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

上記（２）のとおり 

 

（５）公共施設等総合管理計画等との整合 

本計画では、遠軽町公共施設等総合管理計画及び同計画の考えに基づき策定される各個別計画

との整合を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。  
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４ 地域における情報化 

 

（１）現況と問題点 

本町では、各地域の市街地などで民間事業者により超高速の情報通信基盤が整備されてい

るものの、周辺地区では整備されておらず、加えて携帯電話の不感エリアも一部存在するこ

とから、これらの解消が求められている。 

また、従来型の情報通信媒体であるテレビやラジオについては、これまで町内の難視聴地

域解消のため、町や民間によって、中継局や有線・無線による共同受信施設の整備を進めて

きた。今後は、これまでに整備した施設の老朽化更新が必要となるほか、町内にはラジオの

難聴地域が多く残ることから、その解消対策が必要となる。 

 

（２）その対策 

① 超高速の情報通信基盤の整備促進と携帯電話の不感エリアの解消を図る。 

② 難視聴地域の解消のため、テレビやラジオにおける中継施設や共同受信施設の整備と既

存施設の適切な更新を図る。 

③ 公共施設等への公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）の整備促進を図る。 

 

（３）計画 

事業計画（令和３年度～令和７年度） 
 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

３ 地域におけ

る情報化 

(1)電気通信施設等情

報化のための施設 

  ブロードバンド施

設 

 

 

高度無線環境整備推進事業 

光ファイバ等電気通信設備整備負担金 

町  

 その他の情報化の

ための施設 

遠軽ラジオ局整備事業 

施設改修、放送用機器の更新等 

町  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

本計画では、遠軽町公共施設等総合管理計画及び同計画の考えに基づき策定される各個別計画

との整合を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。  
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５ 交通施設の整備、交通手段の確保 

 

（１）現況と問題点 

ア 道路の整備 

本町には、国道242号が南北に、国道333号が東西に貫いており、また、高規格幹線道路

「旭川紋別自動車道」（国道450号）や地域高規格道路「遠軽北見道路」も一部が供用されて

いる。 

国道の改良舗装率は100％となっているが、道道については、改良率88.0％、舗装率

87.4％、町道については、改良率53.7％、舗装率41.7％となっており、地域によっては、生

活道路の改良が遅れているところもある。 

今後は、農業用車両の大型化への対応や冬期間の円滑な交通を維持するための対策が急務

であるほか、交通安全、市街地活性化、バリアフリー、景観などに配慮した道路整備が求め

られる。 

林道は、効率的な林業経営の展開や森林の維持整備、山村環境の改善や保健休養の場とし

ての活用など、森林の総合利用のために重要な役割を果たしており、整備を促進する必要が

ある。 

 

表３－１ 町道の整備状況 

区分 路線数 
実延長 
（㎞） 

改良済 舗装済 

延長（㎞） 率（％） 延長（㎞） 率（％） 

生田原地域 120 105.3 61.7 58.6 58.1 55.2 

遠 軽 地 域 469 294.9 130.4 44.2 102.5 34.7 

丸瀬布地域 142 120.5 68.0 56.4 61.1 50.7 

白 滝 地 域 91 112.1 79.9 71.3 41.9 37.4 

合計 822 632.8 340.0 53.7 263.6 41.7 

（令和３年４月現在）  

 

イ 交通確保対策 

本町には、鉄道ではＪＲ石北本線が通っており、オホーツク圏と道内の主要都市を結んで

いるほか、通院や通学などで町内の各地域間を結ぶ町民の足としても利用されている。一方

で、道内の他の主要路線に比べると、同路線は高速化が立ち遅れている状況にあることか

ら、道央圏とのさらなるアクセス向上のための高速化対応が望まれている。 

また、バス路線については、町民の身近な足として民間事業者や町営により、町内の各地

域や小集落間を結ぶほか、民間事業者により都市間高速バスが運行されており、鉄道とバス

による交通ネットワークも形成されている。その一方で、マイカーの普及や人口の減少によ

り利用者が減少しており、バス路線を維持するための経費が増加するとともに、老朽化する

車両の更新等も課題となっている。 

このほか、町によりデマンド型乗合タクシーを運営し、町民の生活に必要な足を提供して

いる。 

 

（２）その対策 

ア 道路の整備 

① 高規格幹線道路「旭川紋別自動車道」（国道450号）、地域高規格道路「遠軽北見道路」
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など、国道の整備を促進する。 

② 広域交通の円滑化を図るため、危険箇所の改良、交通安全施設（車・歩道）の設置な

ど、道道の整備を促進する。 

③ 地域交通の円滑化と産業・生活機能発展のため、町道の整備を推進する。 

④ 森林整備や自然保護を進め、林業経営を円滑にするため、林道網を整備する。 

⑤ 支線的農道、耕作道の整備促進を図る。 

⑥ 道路の整備と冬期交通の確保を図るため、道路整備用機械を充実する。 

⑦ 舗装修繕、砂利道補修、橋りょう修繕等の道路維持管理を積極的に進める。 

⑧ 除雪体制を確保するため、除雪機械の更新を図る。 

⑨ 交通安全諸団体の育成強化を助長し、交通安全意識の高揚を図るとともに、歩道等安全

施設の整備を促進する。 

⑩ 市街地における街路灯等の整備を図り、景観づくりと一体的に道路整備を進める。 

 

イ 交通確保対策 

① ＪＲ石北本線の高速化整備を促進する。 

② 駐車場や駅前空間の整備を促進し、交通結節点としての機能強化を図る。 

③ 町民の足を確保するため、バス路線の維持と町有バスの更新を図る。 

④ 公共交通空白地の解消を図る。 

 

（３）計画 

事業計画（令和３年度～令和７年度） 
 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

４ 交通施設の

整備、交通手

段の確保 

(1)市町村道 

  道路 

 

西町通学通道路改良舗装事業 

 L=1,002m  路盤改良、舗装新設等 

町  

  
岩見通道路改良舗装事業 

 L=582m  道路改良、舗装新設等 
町  

  
福路西１線通道路整備事業 

 L=2,300m  道路改良、舗装新設等 
町  

  
南町４丁目１号通道路改良舗装事業 

 L=545m  道路改良、舗装新設等 
町  

  

宮前１条通道路改良舗装事業 

L=350m 用確測量、道路改良、舗装新

設等 

町  

  
宮前２条通道路改良舗装事業 

 L=350m 道路改良、舗装新設等 
町  

  
南１丁目５号通道路改良舗装事業 

 L=200m  道路改良、舗装新設等 
町  

  
南１丁目６号通道路改良舗装事業 

 L=200m  道路改良、舗装新設等 
町  
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事業計画（令和３年度～令和７年度） 
 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

４ 交通施設の

整備、交通手

段の確保 

(1)市町村道 

  道路 

 

南町３丁目８号通道路改良舗装事業 

L=250m  道路改良、舗装新設等 

町  

 
 南ヶ丘２条通道路改良舗装事業 

 L=370m  道路改良、舗装新設等 
町  

 
 南ヶ丘１条通道路改良舗装事業 

 L=545m  道路改良、舗装新設等 
町  

 
 寿１号通道路改良舗装事業 

 L=120m  道路改良、舗装新設等 
町  

 
 寿本通道路改良舗装事業 

 L=350m  道路改良、舗装新設等 
町  

 
 学田１条通道路改良舗装事業 

 L=350m 道路改良、舗装新設等 
町  

 
 南町１条通道路改良舗装事業 

 L=150m  道路改良、舗装新設等 
町  

 
 東１線裏通道路改良舗装事業 

 L=115m  道路改良、舗装新設等 
町  

 
 南１丁目中通道路改良舗装事業 

 L=120m 道路改良、舗装新設等 
町  

 
 駅前線道路改良舗装事業 

 L=110m 道路改良、舗装新設等 
町  

 

 北支湧別川沿線整備事業 

 L=290m 道路改良、舗装新設、用地

費、補償費等 

町  

 
 安国源線道路改良舗装事業 

 L=160m 道路改良、舗装新設等 
町  

 
 学田１丁目５号通道路改良舗装事業 

 L=60m 道路改良、舗装新設等 
町  

 
 学田１丁目６号通道路改良舗装事業 

 L=60m 道路改良、舗装新設等 
町  

 
 学田団地２号通道路改良舗装事業 

 L=220m 道路改良、舗装新設等 
町  

 
 西町１丁目５号通道路改良舗装事業 

 L=180m 道路改良、舗装新設等 
町  

 
 豊里１号道路改良舗装事業 

 L=160m 道路改良、舗装新設等 
町  
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事業計画（令和３年度～令和７年度） 
 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

４ 交通施設の

整備、交通手

段の確保 

(1)市町村道 

  道路 

 

豊里２号道路改良舗装事業 

 L=190m 道路改良、舗装新設等 

町  

 
 南町４丁目通道路改良舗装事業 

 L=560m 道路改良、舗装新設等 
町  

 
 岩見通整備事業 

 3・6・9岩見通道路改良舗装工事 
町  

 

  橋りょう 橋梁長寿命化事業 

 橋台・橋脚の断面補修、落橋防止装置

の設置等 

町  

 
  その他 トーウンナイ川河川維持事業 

 土砂除去、伐木一式 
町  

 
 佐竹川河川維持事業 

 土砂除去、護岸修復 
町  

 

(6)自動車等 

  自動車 

 

道路維持車両更新事業 

 凍結防止剤散布車 

町  

 
 町営バス運行事業 

 路線バス購入 
町  

 
 デマンド型乗合タクシー整備事業 

 デマンド型乗合タクシー購入 
町  

 

(8)道路整備機械等 除雪機械整備事業 

 小型除雪車、除雪ドーザ、除雪専用ト

ラック 

町  

 
 除雪センター整備事業 

 除雪センター建設 
町  

 

(9)過疎地域持続的発

展特別事業 

  公共交通 

 

 

生活交通路線維持対策事業 

 遠軽町内循環線、清里線 

 【事業の必要性】 

 交通弱者の日常的な足を確保するため

にバス事業者への支援が必要である。 

 【事業の効果】 

生活バス路線が維持され、交通弱者の

足が確保される。 

バス 

事業者 
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事業計画（令和３年度～令和７年度） 
 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

４ 交通施設の

整備、交通手

段の確保 

(9)過疎地域持続的発

展特別事業 

  公共交通 

 

 

通院用バス運行事業 

 白滝地域～丸瀬布厚生病院間（週３

回） 

【事業の必要性】 

 医療を必要とする交通弱者の日常的な

足を確保するために直営によるバス運

行が必要である。 

 【事業の効果】 

医療を必要とする交通弱者の足が確保

されるとともに、医療機関においても

患者の確保につながる。 

町  

 

 町営バス運行事業 

 社名淵線、遠軽丸瀬布線、瀬戸瀬温泉

線外 

【事業の必要性】 

 交通弱者の日常的な足を確保するため

に町営バスの運行が必要である。 

 【事業の効果】 

 生活バス路線が維持され、交通弱者の

足が確保される。 

町  

 

 地域公共交通持続的活性化事業 

地域公共交通アドバイザー業務、瀬戸

瀬駅維持管理 

【事業の必要性】 

 公共交通の利用者減少などから公共交

通維持のための経費が年々増加してい

るとともに、新しい公共施設の整備な

どに合わせた公共交通網の再整備の必

要がある。 

 【事業の効果】 

持続可能な地域公共交通を整備するこ

とにより、生活路線が維持され、交通

弱者の足が確保される。 

町  
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事業計画（令和３年度～令和７年度） 
 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

４ 交通施設の

整備、交通手

段の確保 

(9)過疎地域持続的発

展特別事業 

  その他 

 

 

道路付属物長寿命化事業 

照明灯、大型標識柱等、神社通歩道橋

長寿命化 

【事業の必要性】 

 従来の対処療法的な修繕から予防保全

的な修繕へと転換することで、将来的

な修繕費用縮減を図るために必要であ

る。 

 【事業の効果】 

将来的な修繕費用の縮減が図られる。 

町  

  道路路面修繕事業 

道路路面の舗装修繕 

【事業の必要性】 

 従来の対処療法的な修繕から予防保全

的な修繕へと転換することで、将来的

な修繕費用縮減を図るために必要であ

る。 

 【事業の効果】 

将来的な修繕費用の縮減が図られる。 

町  

 

 道路法面擁壁等長寿命化事業 

擁壁等の断面修復、浸出水の防止、ク

ラック補修等 

【事業の必要性】 

 従来の対処療法的な修繕から予防保全

的な修繕へと転換することで、将来的

な修繕費用縮減を図るために必要であ

る。 

 【事業の効果】 

将来的な修繕費用の縮減が図られる。 

町  
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事業計画（令和３年度～令和７年度） 
 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

４ 交通施設の

整備、交通手

段の確保 

(9)過疎地域持続的発

展特別事業 

  その他 

 

 

交通バリアフリー歩道整備事業 

L=100m 歩道の勾配緩和、誘導ブロック

の設置等 

【事業の必要性】 

 高齢者や身体障がい者等、誰もが安全

に歩行することができる空間を整備す

るために必要である。 

 【事業の効果】 

高齢者や身体障がい者等、生活弱者が

安全に歩行することができ、まちなか

の賑わいの創出が図られる。 

町  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

本計画では、遠軽町公共施設等総合管理計画及び同計画の考えに基づき策定される各個別計画

との整合を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。  
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６ 生活環境の整備 

 

（１）現状と問題点 

ア 水道施設 

本町の水道は、遠軽地域は上水道、生田原、安国、丸瀬布、白滝及び瀬戸瀬の各地域は簡

易水道として整備され、平成29年度から上水道と簡易水道の事業統合により遠軽町水道事業

として一つの水道事業となっているほか、社名淵、丸瀬布上武利地域に飲料水供給施設が整

備されており、給水区域内の普及率は、令和元年度末で95.3％となっている。 

また、災害や緊急事故にも対応できる施設の整備、老朽化に対する計画的な整備による安

定した供給体制の確保が急がれている。 

このため、平成20年度から、遠隔監視により各浄水施設を統括的に管理しているが、さら

に効率的で安全な水資源の確保と水道施設の維持・管理に取り組む必要がある。 

 

イ 下水道施設 

公共下水道事業については、遠軽地域のほか、平成16年度から丸瀬布、白滝地域でも供用

が開始されており、公共下水道計画区域外においては、遠軽町生活排水処理基本計画に基づ

き合併処理浄化槽の計画的な設置を行っている。 

遠軽地域の下水処理場は、機械設備等の老朽化のため計画的な更新を進めているが、長寿

命化計画を策定し、機械設備等の延命を図ることでコスト縮減に努める必要がある。 

また、各戸の水洗化を積極的に進め、使用料収入を確保することも含め、健全経営に努め

なければならない。 

これらの取組を通して、水質汚染を防ぎ、自然環境の保全を図るとともに雨水対策を進め

ることにより自然災害を防ぐことが必要である。 

 

ウ 廃棄物処理施設 

ごみ処理については、可燃ごみは、平成30年１月から、遠軽地区３町（遠軽町、湧別町、

佐呂間町）で組織する一部事務組合方式による遠軽地区広域組合が運営する、えんがるクリ

ーンセンターにおいて焼却処理している。不燃ごみについては、平成18年から供用開始した

最終処分場において埋立処理をしており、可燃ごみ・不燃ごみともに、それぞれ有料で収集

している。資源ごみについては、９種類に区分した上、無料で収集し、遠軽地区広域組合に

よるリサイクルセンターで処理している。 

ごみの減量化に向けては、さまざまな取組を行っているところであり、排出量は減少傾向

にあるものの、環境政策全体を推進する上で、環境に配慮した廃棄物処理を行うに当たり、

最終処分場やマテリアルリサイクル処理施設の更新など、施設整備等を早急に進めていく必

要がある。 

併せて、これら多岐にわたる廃棄物処理政策を推進していく上で、町民、事業者等の協力

を得ることが不可欠であり、今後も積極的な啓発活動が必要である。 
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エ 消防施設及び救急体制 

本町は、遠軽地区広域組合を組織し、消防・救急体制をとっている。経費の負担割合につ

いては、平成20年４月に一本化され、各構成町の消防費の基準財政需要額割にて按分負担し

ている。 

消防・救急に携わる職員は、１本部、１署、６出張所に126人（令和３年４月現在）を配置

している。 

消防団については、組合構成町の地域ごとに組織され、３消防団17分団に563人が配置され

ている。このうち、本町には１消防団８分団に248人が配置されているが、団員の減少と高齢

化が進み、消防団への青年層の加入促進が必要である。 

消防・救急に係る施設・設備の状況は、消火を基本とするポンプ搭載車両46台、救急車８

台、その他の車両14台の計68台を保有しており、このうち、本町にはポンプ搭載車両23台、

救急車５台、その他の車両11台が配置されるなど、組合内に分散して配置している。 

消防水利については、組合内に40㎥型以上の防火水槽265基、消火栓241基を設置してお

り、このうち本町内には、40㎥型以上の防火水槽95基、消火栓167基を設置している。 

近年、異常気象による災害が各地で多発しており、町民の防災への関心が高まってきてい

るほか、高規格幹線道路の延伸により町内の交通量が増加しており、大規模な交通災害の発

生リスクも高まっている。 

町民の生命と財産を守るため、複雑・多様化する消防・救急活動に対応できる体制づくり

として、消防指令センターの改修整備と電波法改正による消防救急無線のデジタル化などを

実施し、１１９番の受信統合や出動体制の見直しを図ることで、災害が発生した際に町の境

界を越えた出動を可能にするなど、人員や設備を最大限活用できる支援体制が整備されたと

ころであるが、安定した消防・救急活動を維持していくためには、耐用年数を超えた消防車

及び救急車を計画的に更新整備していく必要がある。 

 

オ 公営住宅 

公営住宅については、平成28年度に策定した遠軽町住生活基本計画及び遠軽町町営住宅長

寿命化計画により、計画的な建て替え、修繕、維持管理を実施しており、今後も、高齢化へ

の対応等、居住性の向上や地域の特性に応じた住宅の供給を進めていかなければならない。 

また、遠軽町住生活基本計画及び遠軽町町営住宅長寿命化計画の内容については、各計画

の進捗状況や社会情勢等と整合を図りながら、５年を目途に計画的な見直し作業を行う必要

がある。 

 

カ その他 

墓地については町内14か所に設置しており、その周辺も含めた環境整備を行っている。 

河川については、大雨の際には危険な箇所が見られるため、護岸改修が必要である。 
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（２）その対策 

ア 水道施設 

① 生活用水の安定供給を図るため、上水道、簡易水道、飲料水供給施設の整備促進と、計画

的な更新を図る。 

 

イ 下水道施設 

① 生活環境を改善するため、下水道施設の整備を推進し、下水道の普及促進を図る。 

② 下水道計画区域外の生活排水処理についての整備促進を図る。 

③ 施設の延命を図り、コストの削減につなげる。 

 

ウ 廃棄物処理施設 

① 環境負荷の少ない廃棄物処理のため、清掃センターの高機能焼却施設、ストックヤード

等を更新する。 

② 一般廃棄物の安定的な処理を図るため、一般廃棄物最終処分場を整備する。 

 

エ 消防施設及び救急体制 

① 消防車両・施設については、組合３町を一体と捉えて適正に配置し、出動体制の確立を

図るとともに、「遠軽地区広域組合消防整備計画（消防車両）」に基づき計画的な更新整

備を図る。 

② 救命率向上のため、救急業務の高度化に伴う救急救命士の継続的な研修と、「遠軽地区

広域組合消防整備計画（消防車両）」に基づく高規格救急自動車の更新整備を図る。 

 

オ 公営住宅  

① 遠軽町住生活基本計画及び遠軽町公営住宅等長寿命化計画の見直しを図る。 

② 遠軽町公営住宅等長寿命化計画に基づき、計画的な整備や改修を進める。 

 

カ その他 

① 大雨時の災害に備えるため、各河川の危険箇所の護岸改修を推進する。 

 

（３）計画 

事業計画（令和３年度～令和７年度） 
 

 

 

 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

５ 生活環境の 

 整備 

 

(1)水道施設 

  簡易水道 

 

簡易水道施設更新工事 

 浄水施設、配水管路設備の更新 

 飲料水供給施設整備 

町  

 

  その他 水道メーター更新工事 

 水道メーター交換、年間1,000～1,900

個程度 

町  
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事業計画（令和３年度～令和７年度） 
 

 

 

 

 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

５ 生活環境の 

 整備 

 

(2)下水処理施設 

  公共下水道 

 

公共下水道事業 

 処理施設の改築・更新、雨汚水管渠施

設等の新設・更新 

町  

 
  その他 生活排水処理事業 

 個別排水処理施設整備 
町  

 (3)廃棄物処理施設 

  ごみ処理施設 

 

ごみ処理施設建設事業 

 マテリアルリサイクル推進施設建設事 

 業 

 

一部事務

組合 

 

  最終処分場建設事業   

 (5)消防施設 消防用車両整備事業 

 積載車、水槽車、ポンプ車、タンク 

 車 

一部事務

組合 
 

  救急車両整備事業 

 高規格救急自動車、高度救命処置用

資機材一式 

一部事務

組合 
 

  防災用資機材等備蓄施設整備事業 

 防災用資機材等備蓄施設建設 
町  

 (6)公営住宅 公営住宅建設事業 

 ふくろ団地  ＲＣ造５階 

１棟25戸 

 栄行団地   １棟４戸建設 

２棟８戸解体 

 やまなみ団地 ４棟14戸 

 北区団地   ６棟14戸建設 

８棟32戸解体 

町  

  公営住宅長寿命化改修事業 

 末広団地      ２棟30戸 

５棟22戸 

２棟12戸 

コーポ白樺団地   １棟４戸 

町  

  公営住宅水洗化事業 

 林友団地 ２棟８戸 

 伊吹高原団地 12棟32戸 

町  
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事業計画（令和３年度～令和７年度） 
 

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

本計画では、遠軽町公共施設等総合管理計画及び同計画の考えに基づき策定される各個別計画

との整合を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。  

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

５ 生活環境の 

 整備 

 

(7)過疎地域持続的発

展特別事業 

   防災・防犯 

 

 

公営住宅解体工事 

 学田団地 ８棟32戸 

 あけぼの団地 ３棟12戸 

 水谷団地 ５棟20戸 

【事業の必要性】 

防犯面や環境衛生面、良好な市街地空

間の形成など、安全・安心なまちをつ

くるために必要である。 

【事業効果】 

良好な市街地空間が形成されるほか、

犯罪の抑止や環境衛生の向上などが図

られる。 

町  

 (8)その他 生活安全灯改修事業 

 生活安全灯整備 
町  
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７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

 

（１）現況と問題点 

ア 子育て環境 

本町においても、晩婚化等の影響により少子化の傾向は著しく、また、核家族化や共働き家

庭の増加などのため、子育てに対するニーズが多様化しており、安心して子どもを生み育てら

れる子育て環境の充実が求められている。 

子育て支援は、家庭や地域、関係機関相互の連携が大切であり、乳児保育、延長保育、一時

預かりなど、地域のニーズに応じた教育、保育事業の実施をはじめ、保育所等の施設環境及び

食育の充実を図る必要がある。 

また、放課後児童クラブ等、家庭養育の補完と地域をあげた育成に、今後も努めるととも

に、児童館等の施設の充実が必要である。 

近年、社会問題となっている児童虐待については、関係機関が連携して早期発見・解決や未

然防止を徹底する必要がある。また、家庭やその他環境上の理由から生活指導が必要となった

子供たちの自立を支援するため、民間児童自立支援施設の運営に対する支援が必要である。 

 

イ 高齢者等の保健・福祉 

本町の65歳以上人口は7,236人で全体の38.0％に上り（令和３年３月末現在）、今後も高齢

化は急速に進み、遠軽町高齢者保健福祉計画及び第７期介護保険事業計画では、令和７年に

は10人に約４人が高齢者になると予想されている。 

今後、要介護者数も増加が見込まれる中で、要介護状態となる前から要支援等に至るまで

の高齢者に対して、一貫性を持った介護予防事業を実施し、要介護状態の発生と悪化の予防

が図られるように支援する必要がある。 

さらに、認知症高齢者をはじめとする高齢者が、介護を必要とする状態になっても可能な

限り住み慣れた地域での生活を継続できるよう、福祉関係者が連携し、地域の各種サービス

や人的資源を活用しながら支援を行うとともに、在宅高齢者、介護福祉施設等と連携し、地

域における包括的、継続的な支援体制の整備を図っていかなければならない。 

また、地域社会の中で高齢者の持っている知識と経験を生かして、積極的な役割を果たし

ていくような社会づくりを推進する。 

一方で、高齢者に対する虐待の防止やその早期発見のための取組、その他、権利擁護のた

めの必要な援助に努めていく。 

健康への関心が高まる一方で、生活習慣病の増加と若年化が進む中、平成 20 年度から始ま

った特定健診の受診率は低く、食生活を主とする日常生活の改善の促進や保健予防サービス

の充実が不可欠である。 

 

ウ その他 

本町内では、児童養護施設、知的障がい者施設の整備が図られるとともに、身体障がい者用

補装具の交付や交通費助成の支援などソフト面での支援も行っている。 

なお、リハビリ施設については、周辺町村を含め、未設置である。 
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（２）その対策 

ア 子育て環境 

① 要保護児童対策地域協議会において、児童虐待防止に向け各関係団体と連携を図る。 

② 放課後児童クラブの充実を図る。 

③ 保育環境の充実を図るため、保育所、児童館及び認定こども園等の施設を整備する。 

④ 民間児童自立支援施設への支援を行う。 

 

イ 高齢者等の保健・福祉 

① 在宅高齢者等が望むサービスの充実を図るために、各地域における社会福祉施設を有効利

用しながら、より良いサービスの提供に努める。 

② 増加する認知症高齢者に対し、早期段階から専門職が関わることで発症・進行遅延の介護

予防を図り、尊厳ある暮らしの継続、その家族が安心して社会生活を営むことができるよう

取り組む。 

③ 要介護高齢者の福祉の向上のため、民間活動団体の育成・誘致や高齢者福祉施設の改修

や、改築への支援を図るなど、介護支援体制を整備する。 

④ 高齢者が住み慣れた地域で健康を維持しつつ、住み続けることができるように、保健及び

福祉の向上を推進するとともに、高齢者が運動できる場を整備し積極的な社会参加を促進す

る。 

⑤ 高齢者に対しては、介護予防にとどまらず生活全般にわたる支援が必要であり、町民相互

のささえあいを基本においた地域生活支援体制の構築を目指す。 

⑥ 各種健診事業の実施と健康管理指導の継続を図る。 

⑦ 学習機会の提供と豊かな能力・技術を活用する。 

⑧ 介護保険の円滑化と自立者対策を継続する。 

⑨ 老人福祉センターの利用を促進する。 

⑩ 高齢者の就業機会の確保、充実を図る。 
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（３）計画 

事業計画（令和３年度～令和７年度） 
 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

６ 子育て環境

の確保、高齢

者等の保健及

び福祉の向上

及び増進 

 

(4)介護老人保健施設 特別養護老人ホーム等整備事業 

社会福祉

法人 
 

 

 

(8)過疎地域持続的発

展特別事業 

  児童福祉 

 

 

北光学園改築建設費補助金 

 事業借入金に対する補助 

【事業の必要性】 

 児童福祉の向上と事業主体の安定的な

事業運営を図るために必要である。 

 【事業の効果】 

 当該施設に対する支援を行うことで、

安定的な事業運営が行われ、児童福祉

の向上が図られる。 

社会福祉

法人 
 

 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

本計画では、遠軽町公共施設等総合管理計画及び同計画の考えに基づき策定される各個別計画

との整合を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。  



 - 45 - 

８ 医療の確保 

 

（１）現況と問題点 

本町の医療機関は、令和３年３月末現在で医科については、公設診療所が３か所、民間の病

院が３か所、診療所（医院）が６か所、歯科については、公設診療所が３か所、民間の診療所

（医院）が７か所となっており、町民の健康管理や地域医療に重要な役割を果たしている。 

特に、二次医療圏センター病院である遠軽厚生病院を中心とした医療体制は、町内のみなら

ず、周辺地域の患者を受け入れるなど、地域医療に大きく貢献しているほか、町内での対応が

難しい場合は、オホーツク圏の地方センター病院である北見赤十字病院への搬送やドクターヘ

リで旭川赤十字病院への搬送を行う体制が整備されているなど、地域住民にとっては、比較的

恵まれた医療環境となっている。 

その一方で、新臨床研修医制度の導入をきっかけに始まった地方における医師不足の影響が

本町においても顕著に表れており、二次医療圏センター病院である遠軽厚生病院においても平

成22年以降、脳神経外科をはじめ、整形外科、泌尿器科、産婦人科の医師がそれぞれ減員さ

れ、診療体制の縮小や休止による入院患者の受け入れ中止等を余儀なくされるなど、地域医療

の崩壊が懸念されている。 

遠軽厚生病院は二次医療の中核をなしており、地域医療を守るためには医師の確保が大きな

課題となっている。 

また、生田原、丸瀬布及び白滝地域においては、公設や民間の医療機関が地域医療を担って

いるが、町内外の二次・三次医療機関との機能分担と連携を進めつつ、町民が安心して暮らせ

るよう身近な地域医療の充実と維持・確保が、今後の課題となっている。 

 

（２）その対策 

① 緊急時の医療サービス確保のため、休日・祝日の当番制や夜間診療の充実など、救急医療

体制の充実に努める。 

② 医師や看護師をはじめ、理学療法士や作業療法士など、医療従事者の幅広い確保や確保要

請に努める。 

③ 地域医療サービス機関と保健・福祉の相互連携に努める。 

④ 高度医療ネットワークの充実促進を図る。 

⑤ 地域医療の充実と維持・確保を図るため、医療施設の整備や運営資金等の支援を行う。 

⑥ 保健師による保健活動や訪問指導の充実を図り、疾病の予防対策と健康管理の増進に努め

る。 

⑦ 管理栄養士等による相談体制の強化を図り、生活習慣病の予防対策に努める。 

⑧ 道立白滝診療所の存続、医療機器の充実等、医療水準の向上に向けて北海道に要望する。 

⑨ 救急医療を中心として、町内外の二次・三次医療圏との広域連携の促進を図る。 
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（３）計画 

事業計画（令和３年度～令和７年度） 
 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

７ 医療の確保 (1)診療施設 

  診療所 

 

診療所改修事業 

 生田原診療所改修 

 生田原歯科診療所改修 

 丸瀬布歯科診療所改修 

町  

  

診療所医療機器等整備事業 

 生田原診療所医療機器等の整備 

 生田原歯科診療所医療機器等の整備 

 丸瀬布歯科診療所医療機器等の整備 

白滝歯科診療所医療機器等の整備 

町  

 

(3)過疎地域持続的発

展特別事業 

  民間病院 

 

 

医療施設運営資金負担金 

【事業の必要性】 

 地域医療を守るため、医療機関の経営

を支援する必要がある。 

 【事業の効果】 

医療機関の経営を支援することで、地

域医療を守ることができる。 

厚生連  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

本計画では、遠軽町公共施設等総合管理計画及び同計画の考えに基づき策定される各個別計画

との整合を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。  
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９ 教育の振興 

 

（１）現況と問題点 

ア 学校教育 

本町における令和３年４月現在の学校数は、小学校８校、中学校７校となっている。 

平成17年10月の町村合併以降、町立の幼稚園１園、小学校３校、高等学校１校を廃止し、

小学校分校１校及び中学校分校１校を開校した。 

子どもたちを取り巻く環境が大きく変化し、新しい時代に必要となる資質・能力の育成が

求められる中、これからの社会を生きる子どもたちにとって、自ら課題を発見し解決する

力、コミュニケーション能力、物事を多用な観点から考察する力、さまざまな情報を取捨選

択できる力の醸成が求められており、「生きる力」を育むとともに、地域社会と連携した教

育や地域資源を生かした教育などを通じて「郷土を愛する心」を育む教育の推進が求められ

ている。 

学校施設は、児童・生徒の学習や生活の場であるとともに、災害時における緊急避難場所

や地域コミュニティ施設としての役割も果たすことから、安全で快適な教育環境の確保が重

要であり、各校とも耐震化を含めた改修及び設備の更新が必要である。 

学校給食については、自校・センター両方式で実施しているが、逐次整備を行ってきたこ

とから、今後も施設整備の充実を図るため、改修及び設備の更新について計画的に進める必

要がある。 

教職員住宅については、快適な生活環境を維持するため、老朽化している住宅から年次計

画により改修をする必要がある。 

 

イ 社会教育 

社会教育の推進については、近年における社会変化の激しい時代の中で生活も複雑化し、

これに伴い、生活様式や生活感覚、価値観も多様化してきている。生涯学習時代を迎え、町

民の多様な学習要求に応えられる学習機会や団体活動の場を提供し、生涯各期（乳幼児期～

高齢期）における生涯学習の充実を図ることが必要である。 

本町の社会教育事業は、公民館や福祉センターなどを中心に各地域で活動が行われている

が、施設の老朽化が進み、施設の機能が不十分であるため、芸術・文化活動の拠点となる施

設を整備する必要がある。 

また、本町には埋蔵文化財センター、各郷土館、昆虫生態館などの博物館類似施設、さら

には、各種研修及び体験交流施設があり、それぞれの機能を発揮しているが、施設間の連携

をより一層強化するとともに、体験型学習機能の強化や学校教育との連携による利用促進に

努める必要があるほか、町内の各図書館（室）の老朽化も進んでおり、施設の改修等が必要

になっている。 

本町の社会体育事業は、スポーツを通しての健康づくりや体力づくり、さらには、町民相

互の連帯感や交流を深め、生活の中でスポーツ活動を積極的に実践することを重視してい

る。 

過疎化による人口減少や少子高齢化は、スポーツ活動並びにその普及の面においても大き

く影響を及ぼしている。幼児から高齢者まで町民皆スポーツを目指し、さまざまな施策を講

じてはいるが、チームスポーツなどの人数や年齢に左右される種目については、地域により

その編成が困難になっており、競技レベルの低下や指導者の不足などが課題となっている。 

町民一人ひとりが健康で活力ある生活を送るよう、今後もスポーツの振興を図るととも
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に、全ての町民が日常生活の中で、気軽にスポーツに親しめるよう町民皆スポーツを目指し

た施策の推進が必要となっている。 

本町の社会体育施設については、総合体育館をはじめ、温水プール、武道館、地域体育

館、スポーツセンター、コミュニティセンター等があるほか、ナイター設備を備えた野球場

やソフトボール球場、サッカー・ラグビー用の人工芝グラウンド、また、パークゴルフ場や

屋外球技場、多目的屋内運動施設などがある。老朽化する中でそれぞれの機能を果たしてい

るが、新たな大会やスポーツ合宿の誘致のためには、老朽化した施設の更新が必要である。 

また、合気道「ゆかりの地」である白滝地域の白滝柔剣道場については、合気道の合宿な

どにも利用されているものの老朽化が激しく改修が必要である。 

 

（２）その対策 

ア 学校教育 

① 学校施設の改修・耐震補強及び設備の更新を図る。 

② 教職員住宅の整備を図る。 

③ 学校給食施設の整備を図る。 

 

イ 社会教育 

① 学習活動の充実のために、生活実態に即した学習要求の把握と学習機会の充実を図ると

ともに、町民のニーズに即した学習情報の収集と提供を図る。 

② 団体活動の助長のために、専門的な指導体制の充実と資質の向上を図り、団体の育成と

指導者の養成を促進する。 

③ 公民館や社会教育施設の整備と機能の充実を図り、効果的運用と利用促進を図る。 

④ 図書館（室）の整備や移動図書館車の充実による、町民ニーズに即した図書サービスの

提供を図る。 

⑤ 町民の自主的なスポーツ活動を促進する。 

⑥ ニュースポーツの普及とスポーツ人口の拡大に努める。 

⑦ 体育団体の育成と指導者の養成を促進する。 

⑧ 体育施設の整備と機能の充実、施設の効果的利用を促進する。 

⑨ 学校開放事業の充実を図り、町民皆スポーツを目指す。 
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（３）計画 

事業計画（令和３年度～令和７年度） 
 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

８ 教育の振興 

 

(1)学校教育関連施設 

校舎 

 

遠軽小学校大規模改修事業 

  施設、設備等の改修 

町  

  
白滝小学校改修事業 

  施設、設備等の改修 
町  

  
東小学校長寿命化改修事業 

  施設、設備等の改修 
町  

  
白滝中学校改修事業 

 施設、設備等の改修 
町  

  
瀬戸瀬小学校解体事業 

 校舎、屋体 
町  

 
  屋外運動場 南中学校グラウンド整備工事 

暗渠整備、土入替 
町  

   教職員住宅 へき地教職員宿舎整備事業 町  

 
 給食施設 生田原学校給食センター屋上改修事業 

  防水改修 
町  

 

(3)集会施設、体育

施設等 

  集会施設 

 

 

生田原集会施設「かぜる西」改修事業 

 大規模改修事業 

町  

 
  体育施設 遠軽町総合体育館整備事業 

 総合体育館整備 
町  

 
  図書館 移動図書館車更新事業 

 移動図書館車更新 
町  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

本計画では、遠軽町公共施設等総合管理計画及び同計画の考えに基づき策定される各個別計画

との整合を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 
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10 集落の整備 

 

（１）現況と問題点 

本町は、旧４町村の中心部と安国にそれぞれ基幹集落を形成し、その周囲に多くの小集落が点

在しており、国道や道道、町道といった生活道路や、鉄道、バス等の公共交通で結んでいる。 

集落は、地域社会の基本的単位であり、日常生活や経済活動、コミュニティ活動などを営む上

で重要な機能を有していることから、基幹集落については、基礎的な公共施設や生活環境施設の

整備を進めるとともに、適切な維持管理に努める必要がある。 

一方、小集落については、高齢化と離農等により世帯数の減少が進み、コミュニティ活動の維

持が困難になりつつある。 

今後は、新規就農の受け入れや地域おこし協力隊等による地域外の人材の積極的な受け入れ、

お試し暮らし住宅の整備をはじめとした移住定住対策を進めるほか、公共交通路線の維持・確保

や買い物等の日常の生活に対する支援が課題となっている。 

 

（２）その対策 

① 集落的機能を維持するための集落再編を促進する。 

② コミュニティ活動の育成・支援を図る。 

③ 地域外の人材の積極的な受け入れを図る。 

④ 公共交通路線の維持・確保のためデマンド型乗合タクシーの運営の向上を図る。 

 

（３）計画 

事業計画（令和３年度～令和７年度） 
 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

９ 集落の整備 

 

(2)過疎地域持続的発

展特別事業 

  集落整備 

 

 

デマンド型乗合タクシー運行事業 

デマンド型乗合タクシー運行 

【事業の必要性】 

 地域の生活交通を守るため、公共で交

通空白地域の解消を図る必要がある。 

 【事業の効果】 

地域の交通空白地域の解消ができる。 

町  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

本計画では、遠軽町公共施設等総合管理計画及び同計画の考えに基づき策定される各個別計画

との整合を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。  
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11 地域文化の振興等 

 

（１）現況と問題点 

ア 芸術・文化活動 

本町における芸術・文化活動は、文化連盟に加盟する団体を中心として積極的に展開さ

れ、町においても、公民館講座などで種々の芸術文化活動や趣味を促進させる施策を実施し

ている。また、北海道遠軽高等学校をはじめとする各学校や、社会人団体による吹奏楽活動

が活発であり、全国大会などで数々の賞を受賞するなど、全国的にも「吹奏楽のまち」とし

て知られている。 

今後は、このような取組をささえるため、芸術・文化活動の拠点となる施設の整備をはじ

め、活動機会の拡充、人材育成、情報発信などを進め、文化の薫りあふれるまちづくりを推

進する必要がある。 

郷土芸能では、「生田原太鼓」、「がんぼう太鼓」、「山彦太鼓」及び「ひらやま太鼓」

が各地域での保存活動を行っている。 

また、白滝地域は、合気道の開祖・植芝盛平翁が武術に開眼した「ゆかりの地」であり、

合気道を縁とする友好都市との交流のほか、地域においては「白滝合気会自由の森道場」が

中心となって活動している。 

今後も、これらの伝統を絶やすことなく、その継承に努める必要がある。 

 

イ 文化遺産 

本町には、開拓資料などの展示施設として郷土館、郷土資料館があり、各学校での総合的

な学習の教材として、郷土芸能と合わせて学校教育において活用されている。 

町のシンボルでもある「瞰望岩」は国指定名勝「ピㇼカノカ」として、また「北海道家庭

学校礼拝堂」は、北海道指定有形文化財の指定を受けている。 

さらに、町内には、今から３万年前の旧石器時代から13世紀の擦文時代までの遺跡（文化

財包蔵地）が所在し、白滝地域には、黒曜石原産地を中心とする国指定史跡「白滝遺跡

群」、町指定史跡「幌加沢遺跡遠間地点」があり、「北海道白滝遺跡群出土品」は国重要文

化財、「幌加川遺跡出土の石器群」は北海道指定有形文化財として指定を受け、その文化的

価値は世界的にも高く評価されている。 

これらの文化財は、長い歴史の中で育まれたものであり、大切に保存し後世に継承してい

くことが極めて重要であるとともに、学校教育における活用のほか、体験交流へのさらなる

活用が必要である。 

このため、考古資料を展示、収蔵する埋蔵文化財センターを平成23年に整備し、資料の保

存、活用、調査を総合的に推進する機能を持たせるとともに、ジオパークと連動した情報発

信を強化するため「白滝ジオパーク」の拠点施設として運営することで、黒曜石と人の関わ

りを伝える活動を行っている。 
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（２）その対策 

ア 芸術・文化活動 

① 芸術・文化活動拠点施設の整備を図る。 

② 芸術・文化団体の育成助長、指導者及び後継者の育成を支援する。 

③ 芸術・文化に接する機会の創出を図る。 

④ 郷土芸能、伝統文化の継承との普及促進を図る。 

 

イ 文化遺産 

① 各種文化財の保全とともに、学習教材や観光資源としての活用を図る。 

② 地域の特色ある歴史・文化・自然環境を反映した展示施設機能の充実を図る。 

③ 学校教育との連携を推進するとともに、体験交流機能、情報発信機能の強化を図る。 

 

（３）計画 

事業計画（令和３年度～令和７年度） 
 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

10 地域文化の 

振興等 

(1)地域文化振興施設 

  等 

   地域文化振興施設 

 

 

遠軽地区都市再生整備計画事業 

 芸術文化交流プラザ建設、旧ふぁーら

いと改修工事他 

町  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

本計画では、遠軽町公共施設等総合管理計画及び同計画の考えに基づき策定される各個別計画

との整合を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。  
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12 再生可能エネルギーの利用の推進 

 

（１）現況と問題点 

本町は、総面積の約９割を国有林などの森林が占めており、町民にうるおいややすらぎを与え

るなどのさまざまな公益的機能を有している。この豊かな自然環境を守っていくためにも、環境

に負荷のかけない新・省エネルギーの導入・活用が求められている。 

 

（２）その対策 

① 新・省エネルギーの導入・活用を促進する。 

 

（３）計画 

事業計画（令和３年度～令和７年度） 
 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

11 再生可能エ

ネルギーの利

用の推進 

(1)再生可能エネルギ

ー利用施設 

生田原コミュニティセンター整備事業 

 木質バイオマスボイラー設置工事 町  

 

(2)過疎地域持続的発

展特別事業 

   再生可能エネルギ

ー利用 

 

 

ペレットストーブ購入費補助事業 

 ペレットストーブ設置に対する補助 

【事業の必要性】 

 豊かな自然環境を守るため、二酸化炭

素排出量の削減を図る必要がある。 

 【事業の効果】 

 二酸化炭素排出量の削減により、豊か

な自然環境を次世代に引き継ぐことが

できる。 

町  

 

（４）公共施設等総合管理計画等との整合 

本計画では、遠軽町公共施設等総合管理計画及び同計画の考えに基づき策定される各個別計画

との整合を図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。  
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事業計画（令和３年度～令和７年度）過疎地域持続的発展特別事業分 
 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

１  移 住 ・ 定

住・地域間交

流の促進、人

材育成 

 

 

(4)過疎地域持続的発

展特別事業 

  移住・定住 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

移住・定住促進事業 

 各種移住・定住に係る施策を実施す

る。 

 スローライフ等応援事業 

 家賃支援事業 

 移住者空き店舗等活用支援事業 

 サテライトオフィス等設置促進事業 

 関係人口創出活動支援事業 

 お試し暮らし体験住宅運営事業 

【事業の必要性】 

新型コロナウイルス感染症拡大を予防

する新しい生活様式を踏まえ、町への

移住定住及び就業を促進するため必要

である。 

【事業の効果】 

町に人を呼びこみ、呼び戻す効果があ

り、また、交流人口の拡大が図られ

る。 

町  

 地域間交流 各種大会誘致事業 

 町内で各種大会や研修会等を実施する

団体に支援する。 

【事業の必要性】 

 各種大会を誘致することで、芸術・文

化・各種スポーツ競技における交流人

口の拡大を図るため必要である。 

【事業の効果】 

将来的なＵＩＪターンの意識の醸成が

図られるとともに、交流人口の拡大が

期待される。 

町  
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事業計画（令和３年度～令和７年度）過疎地域持続的発展特別事業分 
 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

１  移 住 ・ 定

住・地域間交

流の促進、人

材育成 

 

(4)過疎地域持続的発

展特別事業 

人材育成 

 

 

人材育成事業 

 地域の人材育成に係る施策を実施す

る。 

遠軽高等学校通学者等助成事業 

大型免許等資格取得支援事業 

【事業の必要性】 

地域の若年層の人材確保及び就業機会

の拡大を図るため必要である。 

【事業の効果】 

遠軽高校の定員の間口確保を図ること

で、学力及び部活動での成績向上が期

待されるとともに、郷土愛心を持った

遠軽を支える人づくりを進められ

る。 

また、大型自動車運転免許等の資格取

得を促すことで、地域に就職する若年

層の人材育成及び確保につながるとと

もに、１次産業等の人材不足を解消

し、遠軽を支える人づくりを進められ

る。 

町  

２ 産業の振興 

 

(10)過疎地域持続的

発展特別事業 

  その他 

 

 

多面的機能支払事業 

 緑肥作付、融雪剤散布、農用地・水路

の保全管理等  

【事業の必要性】 

 高齢化により担い手が不足する中、農

地が持つ多面的な機能を維持、発揮し

ていくために必要である。 

 【事業の効果】 

 国土保全や水源かん養、農村景観の保

全が図られる。 

民間  
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事業計画（令和３年度～令和７年度）過疎地域持続的発展特別事業分 
 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

４ 交通施設の

整備、交通手

段の確保 

(9)過疎地域持続的発

展特別事業 

  公共交通 

 

 

生活交通路線維持対策事業 

 遠軽町内循環線、清里線 

 【事業の必要性】 

 交通弱者の日常的な足を確保するため

にバス事業者への支援が必要である。 

 【事業の効果】 

生活バス路線が維持され、交通弱者の

足が確保される。 

バス 

事業者 
 

  通院用バス運行事業 

 白滝地域～丸瀬布厚生病院間（週３

回） 

【事業の必要性】 

 医療を必要とする交通弱者の日常的な

足を確保するために直営によるバス運

行が必要である。 

 【事業の効果】 

医療を必要とする交通弱者の足が確保

されるとともに、医療機関においても

患者の確保につながる。 

町  

 

 町営バス運行事業 

 社名淵線、遠軽丸瀬布線、瀬戸瀬温泉

線外 

【事業の必要性】 

 交通弱者の日常的な足を確保するため

に町営バスの運行が必要である。 

 【事業の効果】 

 生活バス路線が維持され、交通弱者の

足が確保される。 

町  
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持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

４ 交通施設の

整備、交通手

段の確保 

(9)過疎地域持続的発

展特別事業 

  公共交通 

 

 

地域公共交通持続的活性化事業 

地域公共交通アドバイザー業務、瀬戸

瀬駅維持管理 

【事業の必要性】 

 公共交通の利用者減少などから公共交

通維持のための経費が年々増加してい

るとともに、新しい公共施設の整備な

どに合わせた公共交通網の再整備の必

要がある。 

 【事業の効果】 

持続可能な地域公共交通を整備するこ

とにより、生活路線が維持され、交通

弱者の足が確保される。 

町  

 その他 道路付属物長寿命化事業 

照明灯、大型標識柱等、道路付属物の

長寿命化 

【事業の必要性】 

 従来の対処療法的な修繕から予防保全

的な修繕へと転換することで、将来的

な修繕費用縮減を図るために必要であ

る。 

 【事業の効果】 

将来的な修繕費用の縮減が図られる。 

町  

 

 道路路面修繕事業 

道路路面の舗装修繕 

【事業の必要性】 

 従来の対処療法的な修繕から予防保全

的な修繕へと転換することで、将来的

な修繕費用縮減を図るために必要であ

る。 

 【事業の効果】 

将来的な修繕費用の縮減が図られる。 

町  
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事業計画（令和３年度～令和７年度）過疎地域持続的発展特別事業分 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

４ 交通施設の

整備、交通手

段の確保 

(9)過疎地域持続的発

展特別事業 

  その他 

 

 

道路法面擁壁等長寿命化事業 

擁壁等の断面修復、浸出水の防止、ク

ラック補修等 

【事業の必要性】 

 従来の対処療法的な修繕から予防保全

的な修繕へと転換することで、将来的

な修繕費用縮減を図るために必要であ

る。 

 【事業の効果】 

将来的な修繕費用の縮減が図られる。 

町  

  交通バリアフリー歩道整備事業 

L=100m 歩道の勾配緩和、誘導ブロック

の設置等 

【事業の必要性】 

 高齢者や身体障がい者等、誰もが安全

に歩行することができる空間を整備す

るために必要である。 

 【事業の効果】 

高齢者や身体障がい者等、生活弱者が

安全に歩行することができ、まちなか

の賑わいの創出が図られる。 

町  

５ 生活環境の 

 整備 

 

(7)過疎地域持続的発

展特別事業 

   防災・防犯 

 

 

公営住宅解体工事 

 学田団地 ８棟32戸 

 あけぼの団地 ３棟12戸 

 水谷団地 ５棟20戸 

【事業の必要性】 

防犯面や環境衛生面、良好な市街地空

間の形成など、安全・安心なまちをつ

くるために必要である。 

【事業効果】 

良好な市街地空間が形成されるほか、

犯罪の抑止や環境衛生の向上などが図

られる。 

町  
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事業計画（令和３年度～令和７年度）過疎地域持続的発展特別事業分 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備考 

６ 子育て環境

の確保、高齢

者等の保健及

び福祉の向上

及び増進 

 

(8)過疎地域持続的発

展特別事業 

  児童福祉 

 

 

北光学園改築建設費補助金 

 事業借入金に対する補助 

【事業の必要性】 

 児童福祉の向上と事業主体の安定的な

事業運営を図るために必要である。 

 【事業の効果】 

 当該施設に対する支援を行うことで、

安定的な事業運営が行われ、児童福祉

の向上が図られる。 

社会福祉

法人 
 

７ 医療の確保 (3)過疎地域持続的発

展特別事業 

  民間病院 

 

 

医療施設運営資金負担金 

【事業の必要性】 

 地域医療を守るため、医療機関の経営

を支援する必要がある。 

 【事業の効果】 

医療機関の経営を支援することで、地

域医療を守ることができる。 

厚生連  

９ 集落の整備 

 

(2)過疎地域持続的発

展特別事業 

  集落整備 

 

 

デマンド型乗合タクシー運行事業 

デマンド型乗合タクシー整備 

【事業の必要性】 

 地域の生活交通を守るため、公共で交

通空白地域の解消を図る必要がある。 

 【事業の効果】 

地域の交通空白地域の解消ができる。 

町  

11 再生可能エ

ネルギーの利

用の推進 

(2)過疎地域持続的発

展特別事業 

   再生可能エネルギ

ー利用 

 

 

ペレットストーブ購入費補助事業 

 ペレットストーブ設置に対する補助 

【事業の必要性】 

 豊かな自然環境を守るため、二酸化炭

素排出量の削減を図る必要がある。 

 【事業の効果】 

 二酸化炭素排出量の削減により、豊か

な自然環境を次世代に引き継ぐことが

できる。 

町  

  


